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１ 武蔵野市における長期計画・調整計画について 

（１）これまでのあゆみ 

武蔵野市は、昭和46（1971）年の最初の「基本

構想・長期計画」から、市民参加・議員参加・職

員参加による「武蔵野市方式」と呼ばれる計画策

定に取り組み、これまで半世紀にわたり、「市民

自治」を原則として、長期計画に基づく計画的な

市政運営を推進してきた。市民自治とは、市民が

主体となって自らの住むまちを築き運営していく

という考え方である。 

この間、公共施設や下水道などの市民生活の

基盤が計画的に整備されるとともに、福祉や教

育など各分野で市民と行政の協働による施策が

展開され、行政だけでなく幅広い市民の参加・協

働の取組みによって、市民生活全般の水準は着

実に高まった。 

市民自治の考え方は、本市の市政運営の最も

重要な原理として今なお引き継がれている。平

成23（2011）年の地方自治法改正により、基本構

想策定の法的な義務付けが廃止されたが、長き

にわたる武蔵野市方式による計画策定の歴史を

踏まえ、武蔵野市方式を制度化した武蔵野市長

期計画条例を平成23（2011）年12月に制定した。 

また、４年ごとに策定される長期計画のみなら

ず、様々な市政課題解決のために策定される専

門的・具体的な個別計画においても、パブリック

コメント（意見聴取）や意見交換会の実施など、

幅広く市民の参加や意見を求めることが、武蔵

野市方式という市政運営の一般的なスタイルとな

っている。  

このような市民自治の理念、市政運営のスタイ

ルを未来へ継承し、発展させていくことを目的と

した武蔵野市自治基本条例＊（以下「自治基本条

例＊」という。）が令和２（2020）年４月に施行され

た。 

第六期長期計画・調整計画においても、自治

基本条例＊及び武蔵野市長期計画条例に基づ

き、これまで培ってきた武蔵野市方式による策定

方式を継承し、より多様で広範な市民参加によっ

て策定を進める。 

 

（２）調整計画の役割と位置付け 

10年を１期の計画期間として策定される長期

計画は、前期５年を実行計画、後期５年を展望計

画としている。この中で、市長選挙が行われたと

きや市政をめぐる情勢に大きな変化があったとき

は、実行計画の見直しを行い、新たな実行計画

を策定するものと規定しており、これが調整計画

の策定にあたる。 

調整計画は、「市政運営の基本理念」と「施策

の大綱」の見直しは行わず、実行計画に掲げた

施策のうち、事業未着手、目標未到達等の施策

への対応、展望計画として掲げた施策の検討、

長期計画策定時からの社会状況の変化により求

められる施策についての議論を主軸に、時代背

景に応じて見直し、策定するものである。 

 

（３）計画期間と計画見直しのサイクル

について 

現在は令和２（2020）～11（2029）年度の10カ

年を計画期間とする第六期長期計画に基づき市

政運営を行っており、調整計画では、長期計画

における令和６（2024）～10（2028）年度において

の市の政策を見直していく。 

なお、円滑な市政運営のため、計画期間の最

後の１年は次の計画と重複させて策定することと

しており、実質的には市長の任期に合わせた４

年ごとの見直しを行っている。 
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■計画期間と計画見直しのサイクル 

 

 

（４）策定の流れについて 

令和４（2022）年５～８月にかけて、オンライ

ンによる無作為抽出市民ワークショップ及び中

高生世代向けのむさしの未来ワークショップ、

また無作為抽出及び公募による対面での市民

ワークショップを開催した。６月には武蔵野市

第六期長期計画・調整計画市民会議（以下

「市民会議」という。）が設置されるとともに、８

月には、市内在住の有識者、公募により選出

された市民及び副市長からなる武蔵野市第六

期長期計画・調整計画策定委員会（以下「策

定委員会」という。）が設置された。策定委員会

では、各種計画や報告書などを参考に、議論

が必要と思われる課題・論点について討議要

綱としてまとめた。それをもとに、広く意見を求

めたうえで、調整計画案を作成し、令和５

（2023）年９月頃の公表を予定している。その

調整計画案について改めて広く意見を求めた

のち、11月頃には、策定委員会案を市長に答

申する予定である。 

市長は答申された策定委員会案を尊重して、

市長案を市議会に報告し、最終調整を経て、

令和６（2024）年３月に第六期長期計画・調整

計画が公表される予定である。
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報告
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（５）討議要綱とは 

この討議要綱は、第六期長期計画・調整計

画を作成するためのたたき台として、市民・議

員・市職員が特に議論すべきと思われる課題・

論点についてまとめたものである。討議要綱作

成にあたっては、むさしの未来ワークショップ、

無作為抽出と公募による市民ワークショップ及

び市民会議からの報告書、庁内ヒアリング、地

域生活環境指標、将来人口推計並びに市民

意識調査＊等の各種調査報告書、これまでに

本市が策定した各個別計画及び事業実施状

況等を参考にし、関係施設の視察も含め計９

回にわたる策定委員会での議論を経て作成し

た。この討議要綱をもとに、様々な手法により

市民や関係者との意見交換を行い、広く意見

を求める。 

なお、討議要綱記載の論点整理にあたって

は、後期５年の展望計画として託された施策の

検討、法改正や社会状況の変化に対応する

新たな課題を踏まえている。 

長期計画策定時より事業が定常化したもの、

現在個別計画や主要事業として課題解決の

ために議論が進行中のものについては、計画

策定の対象となるものの、討議要綱の記載対

象とはしないこととした。 

本討議要綱に係る市民の意見を令和５

（2023）年３月15日までＥメール・意見提出フォ

ーム・郵送等、表紙に記載の方法で受け付け

ている。
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２ 基本的な考え方 

昭和46（1971）年に策定した本市の最初の基本構想・長期計画において、「市民自治」を計画の

原理として以来、これを本市の市政運営の基本原則として位置付け、現在に至るまで継承してい

る。 

本調整計画の前提となる第六期長期計画では、本市で培われてきた市民自治の伝統を継承し

ていくことを確認し、これをさらに発展させていくための４つの原則を掲げ、長期計画における基本

的な考え方としている。本調整計画においても、この基本的な考え方を継承する。 

なお、この原則は、自治基本条例＊にも継承され、本市における自治の基本原則として本条例

の第３条に規定されている。 

 

（１）計画に基づく市政運営 

本市の将来を見通した計画的な市政運営

を行うことを原則とする。長期計画をはじめとし

て、個別計画を含め、本市の計画は、市民や

多くの関係者の意見を反映させて強い規範性

を持つ計画として策定する。長期計画は、各

分野の個別計画との整合性を確保しつつ、市

政全体を俯瞰したうえで、財政計画に基づき、

総合的な見地から、市政の向かう大きな方向

性を明らかにし、優先化・重点化すべき政策を

明示する。 

 

（２）情報共有の原則 

市政への市民参加を推進していくために、

行政の公正性と透明性を確保し、市政情報の

積極的な共有を推進していくことを原則とする。

市民自治の重要な要素である市民参加は、

様々な情報が適切に市民に伝わって初めて

成し得るものであり、その前提となるのが市民

との情報共有・市民への情報提供である。 

 

 

 

（３）市民参加の原則 

市政全般にわたって、市民自治の原点とも

言える市民参加を推進していくことを原則とす

る。市は、様々な立場にある市民からの意見を

積極的に把握し、適切に市政に反映するよう

努める。そのために、市は市民参加の機会を

整備するとともに、より進んだ市民参加のあり

方について、市民の意見を踏まえて追求して

いく。 

 

 

 

（４）協働の原則 

 市政運営においては、市民自治のさらなる

発展へとつながる協働の取組みを推進してい

くことを原則とする。多様化する公共的な課題

への対応には、従来の行政サービスだけでは

十分に対応することができないことも多くなっ

ている。市民、市民活動団体、企業等の多様

な主体と行政とが、課題意識とまちを良くして

いこうという意識を共有し、対等の立場で各々

の強みを生かしながら協働していくことが、豊

かな地域社会の創造へとつながっていく。
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３ 第六期長期計画における基本目標等について 

第六期長期計画における目指すべき姿と、それを実現するための基本目標及び前提となる基

本課題は下図のとおりである。５つの基本課題は、市政全般に係る分野横断的な課題として抽出

したもので、５つの基本目標に対して横串の関係となり、それぞれが相互に関連する課題である。 

 

 

（１）第六期長期計画における目指すべき姿 

誰もが安心して暮らし続けられる 魅力と活力があふれるまち 

（２）基本目標 

１）多様性を認め合う 支え合いのまちづくり 

   市民一人ひとりの生き方や価値観の多様化が進んでいる。また、様々な異なる背景を持つ

市民の多様化も進んでいる。全ての市民があらゆる場面でお互いを認め合い、理解し合うこと

により、寛容性が育まれ、人と人とのつながりが生まれる。このつながりが信頼感を醸成し、地

域での見守りや支え合いの基礎となる。誰もが安心して住み続けられるよう、一人ひとりの多

様性を認め合う、誰も排除しない支え合いのまちづくりを推進する。 

 

２）未来ある子どもたちが 希望を持ち健やかに暮らせるまちづくり 

   子どもは、まちにとって未来である。子どもがこの武蔵野市でそれぞれの個性をひらき、の

びのびと育つことによって、まちが未来へと続く。子どもはまちの希望であり、活力の源である

との認識を市民全体で共有する。そのうえで、地域全体で子ども・子育てを見守り、支援して

いくことで、子どもを安心して産み育てられ、未来ある子どもたちが希望を持ち健やかに暮ら

せるまちづくりを推進する。 
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 ３）コミュニティを育む 市民自治のまちづくり 

   武蔵野市は、市民自治のまちとして発展してきた。その核となっているのは地域のコミュニ

ティによる支え合いである。人々の価値観が多様化している中で、コミュニティのあり方も変化

している。この変化に対応し、地域の中で多様な主体同士の連携や協働により新たなチャレ

ンジを重ねることで市民自治が進展していく。そして、この市民自治を通じた人と人との結び

つきが、周りの市民の意識にも影響を与え、さらにコミュニティのつながりが育まれるという好循

環のまちづくりを推進する。 

 

４）このまちにつながる誰もが 住み・学び・働き・楽しみ続けられるまちづくり 

   武蔵野市が将来にわたって「住みたい、学びたい、働きたい、訪れたいまち」であり、さらに

「住んで、学んで、働いて、訪れてよかった、楽しかったまち」となることを目指す。そのために、

市民がそれぞれの価値観に合った生き方を実現できるための総合的な施策を充実させるとと

もに、武蔵野市の持つ多様な魅力や価値を内外に発信し共有していくことにより、まちの活力

を向上させる。 

 

５）限りある資源を生かした 持続可能なまちづくり 

   魅力と活力があふれる持続可能なまちを、責任を持って継承していくことが、今を生きる

我々の責務である。未来に向けての積極的な投資を行えるよう、健全な財政を堅持するため

の最大限の工夫と努力をしながら、環境、福祉、経済、教育、文化等、多様な側面から、有限

の資源である人材や物資、財源に加え、情報も含めて資源の有効活用を最大限に図り、持続

可能なまちづくりを推進する。 

 

（３）基本課題 

 

Ａ 少子高齢社会への挑戦 

今後さらに少子高齢社会が進展していく。

本市が持続可能なまちであるために、子どもが

安心して成長できる環境のさらなる充実や、市

民の健康寿命＊を延ばす取組み等を進める必

要がある。また、市民が生活していくうえでの

課題が多様化する中、課題解決のためには

様々な知見や人材の関わりが重要であること

から、新たな担い手の発掘と育成を促進し、地

域におけるまちぐるみの支え合いの取組みを

進めていく必要がある。 

 

Ｂ まちの活力の向上・魅力の発信 

本市の人口は、今後もしばらくは伸びが続く

と推計しているが、緑や街並みを大切にした良

好な住環境を守る方向性は堅持しつつ、より

戦略的なまちづくりにより、これまで市民ととも

に作り上げてきた本市の個性と魅力を磨き上

げ、それを内外に発信していくことで、現在の

市民に長く住み続けてもらうとともに、将来の

市民につながる転入希望者を増やし、まちの

活力を向上させていく必要がある。 

 

Ｃ 安全・安心を高める環境整備 

近年、全国的に地震や水害による大規模な

自然災害が発生している。また、巧妙化する犯

罪等に対する不安も根強く残る中、ハード・ソ

フト両面からの総合的な防災力の強化や防犯

力の向上が求められている。あわせて、様々な

分野において「安心感」を持って日々の暮らし

ができるよう、セーフティネットのさらなる充実を

図る必要がある。 
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Ｄ 公共施設・都市基盤施設の再構築 

住民サービスの基盤であり、さらにはまちの

魅力や都市文化を醸成する重要な要素でもあ

る公共施設や都市基盤施設が、今後順次更

新の時期を迎えることになる。再構築に必要な

多額の財源を確保するために、行財政改革へ

の不断の努力を継続しながら、市民全体でこ

の課題を共有し、適正な規模や水準について

考えていく必要がある。 

 

Ｅ 参加・協働のさらなる推進 

地域における公共的な課題は、多様化・複

雑化してきている。これらに対応するためには、

様々な立場の人々が課題や目的を共有し、知

恵を出し合い、役割を分かち合って取り組ん

でいく必要がある。様々な主体との連携・協働

とともに、市民のまちづくりへの参加を促し、本

市の市民自治のさらなる進展を図っていく必

要がある。
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４ 市政を取り巻く状況について 

（１）社会経済情勢等の変化 

１）新型コロナウイルス感染症の影響 

第六期長期計画は、新型コロナウイルス感

染症が世界中に広がり、日本においても感染

が急速に拡大していた令和２（2020）年４月か

ら始まった計画である。 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、

小中学校の長期にわたる臨時休校等や、緊

急事態宣言発出に伴う不要不急の外出制限、

飲食店等の営業の自粛要請のほか、ソーシ

ャルディスタンスの確保などが要請された。ま

た、対面による会議や授業、イベントの実施、

交流等も自粛・制限されるようになり、市民生

活に大きな変化をもたらしたほか、地域経済

にも大きな影響を与えた。 

こうした変化に対応した「新しい生活様式」

の定着が求められ、マスクの着用や手洗い・

手指消毒の徹底、３密（密集・密接・密閉）の

回避のほか、テレワークやWEB会議、オンラ

イン配信を取り入れたイベントの実施などデ

ジタル技術を活用した取組みが進められてき

た。その一方で、社会の変化に伴う失業や廃

業・倒産による生活困窮者＊等の増加や、人

と人とのコミュニケーションの希薄化、まちぐる

みの互助の取組みの停滞、高齢者のフレイ

ル＊の進行等が課題となった。 

今後も新型コロナウイルス感染症の状況の

変化を踏まえつつ、社会生活、経済生活の

持続的な発展と感染症対策との両立に取り

組む必要がある。 

 

２）現代社会における様々な変化 

変化の激しい現代社会において、市政の

方向性を見定めるためには、世界や日本全

国の状況をはじめとして、市政を取り巻く社会

経済情勢等を踏まえ、本市における地域課

題や市民ニーズに的確に対応していく必要

がある。 

新型コロナウイルス感染症やウクライナ情

勢等による原油価格・物価高騰の影響のほ

か、近年の世界的な気候変動がもたらすあら

ゆる場面での深刻な影響や、急速な人口減

少と少子高齢化、また国が示した自治体DX＊

（デジタル・トランスフォーメーション）推進計

画を踏まえたデジタル化の動きが急速に進

むことで起こる様々な社会の仕組みの変革

等、第六期長期計画策定後に大きな変化が

あり、さらにこれまで経験してこなかった新た

な事象が起こる可能性がある。 

今後発生する課題に対し、徹底した情報

共有・市民参加を進め、市民自治・市民協働

を一層充実させていき、課題を乗り越えてい

くことが求められる。 

 

こうした背景を踏まえ、本調整計画の策定

にあたり考慮すべき主な動向を以下に挙げる。 

 

 

◆原油価格・物価高騰による経済の悪化 

・光熱水費や食材費等の高騰による市民

生活、経済活動への影響 

・生活困窮者＊、家計急変者＊の増加 

・調達不安による公共工事の遅延等 

 

◆地球環境問題の深刻化 

・自然災害被害の甚大化（風水害・猛暑・

地震） 

・自然界や世界の食糧事情への影響 

・脱炭素社会の実現に向けた取組み、再

生可能エネルギーの導入 
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◆少子高齢社会の一層の進展 

・人生100年時代＊ 

・労働力不足 

・働き方改革 

・支援者への支援の不足や不在（8050問

題＊、ヤングケアラー＊問題） 

 

◆DX＊の推進 

・行政手続のオンライン化 

・AI＊、RPA＊等のデジタル技術革新 

・マイナンバーカードの普及及び活用 

・キャッシュレス化の進展 

 

◆国際社会の動向 

・新型コロナウイルス感染症の流行 

・ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻 

・SDGs＊達成への取組み 

・グローバルな人口移動の変化 

 

◆国の動向 

・全世代型社会保障＊の構築 

・こども家庭庁の創設 

・デジタル庁の設立 

・為替の急激な変動 

・外国人人材受入れ制度の拡大 

 

（２）将来人口推計 

本市の総人口は直近５年間で約4,000人増

加しており、現在約14万8,000人となっている。

令和４（2022）年に本市で実施した将来人口推

計によると、直近の増加傾向を踏まえて、３年

後の令和８（2026）年には15万人を突破し、令

和34（2052）年には約16万1,000人になると推

計している。 

そのうち、日本人人口は、現在の約14万

5,000人から、令和34（2052）年には約15万

7,000人になると推計している。 

外国人人口は、現在の約3,000人から、令

和34（2052）年には約4,300人になると推計し

ている。 

 

■将来人口（総人口） 

 

 

 

 

 

資料）武蔵野市の将来人口推計（令和４（2022）年～令和 34（2052）年） 

※趨勢期間：この期間の出生、死亡、移動等の人口の変動要因に基づいて将来人口を推計する。人口推計の基礎となる期間。 
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日本人人口の内訳を年齢３区分人口で見る

と、老年人口は増加傾向が続き、令和４（2022）

年に22.6％の老年人口比率（高齢化率）は、

令和34（2052）年には32.4％に達し、特に後期

高齢者の割合が増加することが見込まれる。

一方、年少人口比率は、令和４（2022）年の

12.0％から、増減を経て、令和34（2052）年に

は 10.9％になると見込まれる。また生産年齢

人口比率は、令和４（2022）年の65.3％から、

令和34（2052）年には56.6％まで低下すると見

込まれる。 

 

■将来年齢３区分人口（日本人人口） 

 

 

■将来年齢３区分人口比率（日本人人口） 

 
 

参考１）令和34（2052）年の全国値：老年人口比率37.9％、生産年齢人口比率51.6％、年少人口比率10.5％ 

（国立社会保障人口問題研究所における平成29（2017）年推計） 

参考２）年少人口は０歳から14歳まで、生産年齢人口は15歳から64歳まで、老年人口は65歳以上の人口を表す。 
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世帯については、単独世帯、核家族世帯と

もに、数は増加するものの比率は横ばい、もし

くはやや低下傾向となる。一方、高齢者単独

世帯及び世帯主が高齢者である夫婦のみ世

帯の数は、増加が続くと見込まれる。

 

■家族類型別世帯数の将来見通し 

 

 

令和２（2020）年以降に生じた新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大に伴い、東京都の人

口が減少に転じるなど、人口問題においても

大きな変化が生じたが、本市ではやや増加速

度が落ちたものの、人口の増加が続いている。

全国的には人口減少が始まっている中で、今

回の将来人口推計では、そうした直近５年間

の人口増を反映して今後30年間は人口が減ら

ないという推計が出ている。本市においては若

年層が多く転入し、その後も市内に留まってい

る状況がみられ、このことが人口増につながっ 

 

ていると考えられる。 

この傾向が今後も維持されることで、老年人

口が増加する中でも、生産年齢人口の割合が

全国と比較して高い状況を維持できるというこ

とが今回の将来人口推計から示唆される。 

なお、本市では長期計画や調整計画の策

定にあわせて４年ごとに推計を行っているが、

人口が推計値から一定の基準（総人口の１％

程度）以上乖離した状況が１年間続いた場合

には、推計の見直しを行うこととしている。 

 

 

（３）財政状況 

１）日本経済の動向と国の財政 

令和４（2022）年６月の「経済財政運営と改

革の基本方針2022」では、「経済は、新型コロ

ナウイルス感染症による強い下押し圧力を受

けながらも、持ち直しの動きを続けてきた。この

間、医療提供体制の強化やワクチン接種の加

速など経済社会活動回復のための環境整備 

 

を行うとともに、あらゆる政策を総動員して国民

の所得や雇用を下支えし」、「新型コロナウイ

ルス感染症の影響から国民生活を守り、ポスト

コロナの持続的な成長に向けた基盤整備を進

めてきた」とされている。 

しかし、海外経済やウクライナ情勢の動向が

不透明であり、世界でも突出した低金利政策、

為替の急激な変動など不安要素は増している。
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今後の展開次第では景気を下押しするリスクと

なっていく可能性もある。 

このような経済状況の中、国の財政状況は、

景気回復に伴い歳入が増加しており、基礎的

財政収支は赤字幅が縮小する見込みとなって

いるが、黒字化には遠く及ばない状況である。

また、国の借金である国債の残高は令和４

（2022）年度末に1,055兆円に達すると見込ま

れており、財政健全化に向けた取組みが必要

とされている。 

中長期的には、人口減少・少子高齢化の進

展により、働く世代の減少が見込まれ、生産活

動の停滞や消費の縮小につながり、経済規模

が縮小する可能性がある。加えて、拡大が続く

社会保障制度をどのように維持していくかは大

きな社会経済の問題である。 

 

２）武蔵野市の財政の状況と課題 

武蔵野市の財政は、市民税や固定資産税

を主とする市税が歳入全体の約６割を占めて

おり、多摩26市の中で最も高い構成比となっ

ている。こうした市民の担税力に支えられ、健

全な財政を維持している。財政状況を示す指

数である財政力指数＊は令和３（2021）年度に

おいて、1.484（３カ年平均）と多摩26市の平均

0.956（３カ年平均）より高く、本市の財政の健

全性が高いことが示されている。 

過去10年間における決算は、500億円台後

半から800億円台の間で推移している（図表１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市税は、360億円台から堅調に伸び、平成

28（2016）年度以降は400億円台となった（図

表２）。令和３（2021）年度は、本市独自の施策

として行った都市計画税率２分の１軽減により、

400億円を下回ったものの、将来人口推計を

考慮すると今後も400億円を上回るところで推

移すると見込んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳出では、義務的経費と呼ばれる人件費、

扶助費＊、公債費＊が平成24（2012）年度決算

では236億円だったが、令和３（2021）年度に

は327億円となり、10年間で91億円の増となっ

ている（図表３）。このうち、人件費は、定数適

正化計画の実施による職員数の減や給与改

定、各種手当の見直し等は行ったものの、会

計年度任用職員制度の開始や財政援助出資

団体＊へ派遣されている職員の給料支払方法

の見直しなどが影響し、10年間で12億円増加

した。公債費＊については市債抑制に努めた

ことから、11億円の減となっている。一方、扶助

費＊は高齢化の進行、障害者自立支援法の施

行・充実、保育サービスの充実等のほか、令

和２（2020）年度以降は新型コロナウイルス感

染症の影響に伴う各種給付金事業により増と

なっている。今後も独居高齢者の増加や子育

て支援施策の需要が高まることが予想され、扶

助費＊の増加が見込まれる。物件費は、継続

的な事務事業見直しにより経費節減に努めた

ものの、消費税率の改正や新型コロナウイルス

ワクチン接種事業などの影響により、10年間で
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32.3％、42億円の増となっている。今後も増加

傾向が続く可能性がある（図表３）。 

投資的経費＊は、平成26（2014）年度からの

武蔵野クリーンセンター建設事業、新学校給

食桜堤調理場建設事業など大規模な建設事

業の際に増額となっている。今後は、学校施

設をはじめ老朽化した公共施設が順次更新の

時期を迎えるため、建て替えに多額の費用が

必要となることが想定される。基金については、

令和３（2021）年度末には一般会計で511億円

となっており、平成24（2012）年度と比べ176億

円の増加となっている（図表４）。借入金につ

いては、令和３（2021）年度末で、一般会計、

下水道事業会計、土地開発公社あわせて、

277億円で、平成24（2012）年度に比べ81億円

減少している（図表５）。 

市の財政の弾力性を示す指標である経常

収支比率は、平成24（2012）年度以降、おお

むね80％台で推移している（図表６）。平成30

（2018）年度以降は、84％台で推移しており、

健全性を維持できている。
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３）財政見通し 

歳入の６割を占める市税は、前回の計画策

定時より人口が増加していることにより個人市

民税が増となり、固定資産税も地価等の動向

を踏まえ、安定的に推移することが見込まれる

一方、法人市民税は、税制改正等により減額

が見込まれる。また、ふるさと納税制度も税収

減の要因の一つであり、今後も制度の利用が

拡大すると見込まれることから、危機感を持っ

て注視していくとともに、制度による市政への

影響を深刻な問題として捉え、市民に周知し

ていく必要がある。 

歳出では、子育て支援、障害者や高齢者へ

の福祉施策に要する経費は、引き続き増加が

見込まれるほか、今後、学校施設の更新や公

共施設の老朽化への対応等により莫大な投資

的経費＊が必要となる。なお、昨今の物価高騰

の影響は投資的経費＊をはじめとした事業費

全体を大きく押し上げることになるため、今後

の動向を注視する必要がある。 

中長期の財政見通しについては、令和４

（2022）年度に実施した将来人口推計におい

て、老年人口は増加傾向が続き、生産年齢人

口は一旦増加した後、緩やかに減少していくこ

とが推計されていることから、市税収入は当面

は微増から横ばいで推移し、令和20(2038)年

頃からは微減していくと想定している。また、将

来人口推計で示された人口構成の変化から、

社会保障関係費をはじめとする経常的な経費

の増加が続くことが想定される。さらに、老朽

化する公共施設・都市基盤の更新や大規模改

修が本格化する。 

新型コロナウイルス感染症の影響やウクライ

ナ情勢、またそれらに起因する物価高騰など、

これまで以上に社会情勢の変化が著しく、不

確実性が増している状況であるが、市民福祉

の向上のために、継続的な行財政改革の取組

みや基金や市債の活用など、持続可能な財

政運営を図りながら必要な投資を行っていく必

要がある。 

なお、これまで参考資料として作成していた

長期財政シミュレーションについては、市財政

を取り巻く税財政制度、社会経済情勢が大きく

変化していることを踏まえ、掲載内容について

改めて精査するとともに、持続可能な財政運

営に向けた資料となるよう、調整計画案策定時

（令和５（2023）年６月頃）に向けて検討する。 
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５ 第六期長期計画（令和２（2020）年度～）の実績 

第六期長期計画の目指すべき姿「誰もが安心して暮らし続けられる魅力と活力があふれるまち」

の実現に向け、全ての領域において新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、その中で

着実に事業を推進している。 

 

（１）分野別の実績 

１）健康・福祉 

令和４（2022）年度から毎年９月の「認知症

を知る月間」を発展させ「健康長寿のまち武蔵

野推進月間」として幅広く認知症及びフレイル

＊予防の普及・啓発を行うなど、健康寿命＊の

延伸に寄与する取組みを着実に進めている。 

8050問題＊やひきこもり＊等多様かつ複合的

な課題を抱える人からの相談窓口として、令和

３（2021）年度に福祉総合相談窓口を開設した。

分野横断的に関係機関と連携しながら、包括

的・継続的な支援に取り組んでいる。 

地域包括ケア人材育成センター＊において、

人材育成、研修・相談、就職支援、事業者・団

体支援の４つの事業を柱として福祉サービス

を担う人材の確保と育成や質の向上を推進し

ている。令和２（2020）年度から、介護職などの

人材確保のため、市内の介護施設や障害者

施設などに就職する人に対し、介護職・看護

職Reスタート支援金＊を支給している。 

開設から35年が経過した保健センターにお

いて、総合的な保健サービスを持続的に提供

するとともに、新型感染症や災害時医療への

対応などの機能強化を図るため、保健センタ

ーの増築及び大規模改修を行い、保健衛生

機能の充実と子どもと子育て家庭への支援施

設を含む複合施設として整備検討を行ってい

る。 

また、令和２（2020）年度には、桜堤ケアハウ

スデイサービスセンター＊の機能転換を図り、

医療的ケア児＊などを対象とした「放課後等デ

イサービス＊パレット」を開設するなど、新たな

福祉サービスの基盤整備等についても着実に

進めている。 

 

２）子ども・教育 

未来にわたって子どもの尊厳と権利が尊重

され、行政や学校、家庭や地域における各々

の役割を明確化するために、武蔵野市子ども

の権利条例（仮称）の検討を行っている。 

妊娠期から子どもと子育て家庭を切れ目な

く支援する体制を確立するため、令和３（2021）

年４月に、子育て世代包括支援センター＊を設

置し、児童発達支援センター＊、教育支援セン

ター＊とともに全ての子どもと子育て家庭が地

域で孤立することなく適切な支援を受けられる

よう、関係機関が連携して包括的な支援を推

進している。 

保育施設の整備として認可保育所の新規

開設や認証保育所の認可化により、令和２

（2020）年４月から３年連続で待機児童数ゼロ

を維持している。 

全ての子どもの保健を向上させ、子育て家

庭の経済的負担を軽減して必要な医療を安

心して受けられる環境を整備するため、子ども

の医療費助成制度について、令和３（2021）年

度から段階的に拡充し、令和４（2022）年度は

０歳から18歳までの全ての期間において、所

得制限・自己負担のない本市独自の子どもの

医療費助成制度が確立した。 

市立小中学校においては、児童生徒に一

人１台整備された学習者用コンピュータを活用

した授業の実施、不登校児童生徒の多様な学

びの場として「むさしのクレスコーレ」＊の開設、

市講師＊の配置拡充などによる教員の働き方

改革、第一中学校及び第五中学校を皮切りに

学校改築事業などを着実に進めている。 
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３）平和・文化・市民生活 

戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に継承

していくため、映画上映や絵本・紙芝居の朗

読などの市民向けイベントや、青少年平和交

流派遣事業を実施し、平和啓発の取組みを進

めた。 

多様性を認め合い尊重し合う平和な社会の

構築を目指し、パートナーシップ制度＊を令和

４（2022）年４月に開始した。 

日本人と外国人がともに理解し、尊重し合

い、活躍できる環境の整備を積極的に図るた

め、令和３（2021）年度に実施した外国籍市民

意識調査の結果を踏まえ、武蔵野市多文化共

生＊推進プランの策定に取り組んでいる。 

国や東京都の防災計画の修正内容や新型

コロナウイルス感染症の対策等を踏まえ、国土

強靭化地域計画や震災復興マニュアルなどと

の整合を図りながら、武蔵野市地域防災計画

の修正を進めている。 

武蔵野市コミュニティ構想＊の公表50周年を

記念し、令和３（2021）年12月にシンポジウムを

実施した。 

中央図書館の運営体制については、武蔵

野市の「知」を支える政策立案拠点としての役

割を果たすため、今後も市が直接管理運営し

ていく方針を定めた。 

芸術文化・スポーツ・生涯学習の効果的な

事業連携による市民サービスの向上を図るた

め、（公財）武蔵野文化事業団と（公財）武蔵

野生涯学習振興事業団の合併に向けた取組

みを支援し、令和４（2022）年４月に（公財）武

蔵野文化生涯学習事業団＊が発足した。 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大

会は原則無観客で開催されたが、市では新型

コロナウイルス感染拡大防止の配慮を行いつ

つ取組みを進めた。また、大会を契機に様々

な分野にわたる行動計画に基づいた取組みを

レガシー＊として残し、豊かな市民文化の醸成

を着実に進めている。 

まちの魅力を高め豊かな暮らしを支える産

業 の 振 興 に 向 か う た め 、 CO ＋ LAB 

MUSASHINO（こらぼむさしの）＊を実施し、事

業者間の相互連携と新たな事業展開の促進

を図った。 

 

４）緑・環境 

環境問題を自分ごととしてとらえ、考え、行

動していく市民の学びや行動を支える総合的

なネットワーク拠点として令和２（2020）年11月

に環境啓発施設「むさしのエコreゾート」＊を開

設した。 

また、本市の環境保全に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るための第五期武

蔵野市環境基本計画や関連する武蔵野市地

球温暖化対策実行計画を策定するとともに、

令和３（2021）年２月には「2050年ゼロカーボン

シティ＊」を表明し、温室効果ガス排出実質ゼ

ロを目指している。令和４（2022）年度には、市

民が地球温暖化対策について主体的に議論

する場として気候市民会議＊を開催している。 

受動喫煙防止に向け、三駅圏に閉鎖型喫

煙所を設置するとともに、環境美化を図るため

の啓発に取り組んでいる。 

公園緑地については、森林環境譲与税＊を

活用した遊具の更新や公園のリニューアルな

どに取り組み、既存資源（ストック）を活用した

魅力ある整備を推進している。 

 

５）都市基盤 

武蔵野市の目指すべきまちの将来像を明

確にするとともに、今後のまちづくりの方向性

を示すため、社会経済情勢の変化や法令の

改正などを踏まえ、令和３（2021）年度に武蔵

野市都市計画マスタープラン2021として改定

した。 

市内の大型・小型街路灯のLED化を完了さ

せ、照度アップによる安全・安心の向上及び環

境負荷の低減を図った。 
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武蔵野市下水道総合計画及び使用料手数

料の見直しを行い、健全化に取り組んでいる。

また、今後の老朽化対策事業の急激な増加に

対応するため、長期包括契約方式＊（包括的

民間委託）の試行実施を決定し、執行体制の

整備を進めている。 

令和３（2021）年度に武蔵野市バリアフリー

基本構想2022として改定し、全市的なバリアフ

リー水準の底上げや重点的な整備が必要な３

駅及び市役所周辺のバリアフリー化の推進を

図った。 

令和２（2020）年度に武蔵野市第四次住宅

マスタープランとして改定し、質の高い住まい

や住環境づくりなどの住宅施策を総合的かつ

体系的に推進した。 

「三鷹駅北口街づくりビジョン」＊に掲げる目

指すべき街の姿の実現に向けた取組みのうち、

主に交通環境に関わる施策についての課題と

その解決に向けた考え方をとりまとめた「三鷹

駅北口交通環境基本方針の策定に向けた考

え方」を公表し、市民、事業者等との課題共有、

今後の方針の意見交換を行っている。 

 

６）行財政 

市民自治の理念等を未来へ継承し、発展さ

せていくことを目的とした自治基本条例＊（令

和２（2020）年４月施行）に基づき、市民参加の

手続きを制度化・体系化し、新たな行政評価

制度案を作成した。 

また、多様な市民ニーズをより適切かつ効

率的に把握するため、市政アンケート＊と市民

意識調査＊を隔年で実施している。 

第２期武蔵野市公共施設等総合管理計画

や武蔵野市公共施設保全改修計画を策定し、

学校施設をはじめとする公共施設等の計画的

な維持・更新に取り組んでいる。 

第六次武蔵野市行財政改革を推進するた

めの基本方針を策定し、分野を超えた視点か

ら既存の事業・施策の必要性や優先度を検証

し、中止や廃止も含めて効率的に事業の見直

しを行う新たな仕組みを構築した。 

保育士の採用再開やエキスパート（長期的

専任職）＊の専任分野拡大など、職員の専門

性の強化を図ったほか、時差勤務やコロナ禍

におけるテレワークの実施など、多様な人材の

確保・育成や組織の活性化に取り組んだ。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症の影響

への取組み 

第六期長期計画は感染症対策についても

記載していたものの、新型コロナウイルス感染

症ほど大規模かつ長期にわたる感染症の到

来を想定していたものではなかった。そこで武

蔵野市では、第六期長期計画の理念を踏まえ

ながら、令和２（2020）年１月31日に武蔵野市

新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し

て以来、感染症対策に関する基本的な考え方

や６回にわたる対応方針を策定してきた。PCR

検査センターの設置や新型コロナウイルスワク

チン接種事業の実施のほか、自宅療養者支

援センターの開設など、様々な感染拡大防止

対策に取り組んできた。また、令和３（2021）年

度の都市計画税の減税のほか、商店会活性

出店支援金やくらし地域応援券事業など、市

独自の取組みによる様々な経済支援や生活

支援等を進めてきた。 

 

◆主な感染症対策 

・武蔵野市PCR検査センターの設置 

・感染症指定及び救急医療機関支援補助金 

・高齢者及び障害者施設における利用者・職

員を対象としたPCR検査費用助成 

・接待を伴う飲食店の従業員を対象としたPCR

検査の実施 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業 

・自宅療養者支援センター開設 

・新型コロナウイルスワクチン個別接種・高齢

者接種・障害者接種支援 

・小中学校感染防止対策（消毒業務） 
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◆主な市民生活支援 

・ひとり親世帯等への臨時給付金 

・市税、国民健康保険税、介護保険料、水道

料金・下水道使用料等の支払い猶予 

・武蔵野市くらし地域応援券事業 

・国民健康保険税・介護保険料の減免 

・子ども子育て支援特別給付金 

・学習者用コンピュータの活用 

・就学援助費支給対象者の臨時的拡大 

・生活困窮者＊住居契約更新料給付金 

・生活困窮者＊特別就職支援金 

 

◆主な経済活動・事業者支援 

・感染拡大防止中小企業者等緊急支援金 

・テイクアウト・デリバリー支援事業 

・中小企業者等テナント家賃支援金 

・商店会活性出店支援金 

・感染拡大防止インフラ中小企業者等支援金 

・事業者支援「ほっとらいん」の開設 

・武蔵野市くらし地域応援券事業【再掲】 

・令和３（2021）年度都市計画税の減税 

 

◆その他の支援・対策 

・文化施設の使用料減額 

・文化施設使用料減額による芸術文化関係

者・アーティスト支援 

・文化施設・生涯学習施設等の利用キャンセ

ルに伴う使用料全額返還 

・庁内におけるWEB会議システムの活用 等 

 



 

19 

 

 

６ 分野別の課題 

（１） 健康・福祉 

 

基本施策１ まちぐるみの支え合いを実

現するための取組み 

１）「健康長寿のまち武蔵野」の推進 

誰もが、より長く元気に暮らすことができる社

会を目指して、市民一人ひとりが予防的な視点

を持ち、主体的な健康づくりの活動を推進する

取組み（セルフケアの推進）を支援する。 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う外出の

自粛、通いの場やボランティア等の地域活動の

休止・縮小等により、高齢者をはじめとしたフレ

イル＊の進行が懸念されており、その予防のた

め、「健康長寿のまち武蔵野推進月間」などの

施策を推進する。 

健康長寿のための三要素、運動・栄養・社会

参加を踏まえ、栄養については、ライフステージ

や個々の状況に応じて異なる課題に対して、地

域の団体や企業等と連携した事業実施や情報

提供、専門職が連携して行う栄養ケアなどの食

育事業を推進する。 

子どもの視力、聴力の低下や成人病（生活習

慣病）の低年齢化への対応も課題である。 

２）武蔵野市ならではの互助・共助の取組みの

推進 

社会参加が効果的な介護予防や健康寿命＊

の延伸につながるという考え方のもと、支える側

と支えられる側という関係性を越えて、誰もが地

域活動の担い手となるよう活躍の場を広げる取

組みを推進する。 

コロナ禍においては、人と身体的距離をとり

接触を減らす必要があるが、対面によるつなが

第六期長期計画の施策の大綱（議決事項） 

１ まちぐるみの支え合いを実現するための取組み 

少子高齢化の進行等による社会構造や市民のニーズの変化に対応するために、武蔵野市健康福

祉総合計画に基づいて、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう取組みを推進してい

く。また、まちぐるみの支え合いを着実に進めることで、本市における地域共生社会＊を実現していく。 

２ 生命と健康を守る地域医療充実への取組みと連携の強化 

地域医療の課題と取り組むべき事項を整理した武蔵野市地域医療構想（ビジョン）＊に基づき、市

民の生命と健康を守る病院機能の充実と市民の在宅療養生活を支える仕組みづくりを進める。 

３ 安心して暮らし続けられるための相談支援体制の充実 

全ての市民が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、本市がこれまで構築して

きた小地域完結型の相談支援体制と地域による見守りネットワークをさらに充実させる。 

４ 福祉人材の確保と育成に向けた取組み 

福祉人材の確保は喫緊の課題であるため、高齢者等の生活を支える根幹である福祉人材の確保・

育成に関する総合的な施策を推進し、量の確保のみならず質の向上に重点を置いた取組みを推進

していく。 

５ 新しい福祉サービスの整備 

高齢者や障害者をはじめ誰もが住み慣れた地域で、自分らしい生活を継続することができるよう、

必要な基盤整備を計画的に進めていく。本市の地域特性にあわせた小規模・多機能・複合型を基本

として、地域共生社会＊に対応した多世代型の新たなサービス及び施設を整備する。 
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りを基本とする互助・共助の取組みを継続できる

ように、試行錯誤を重ねてきた。 

テンミリオンハウス＊やレモンキャブ＊といった

従来の地域における互助・共助の取組みの推

進に加え、いきいきサロン＊やシニア支え合いポ

イント制度＊などの施策の展開によって、地域で

支え合い、安心して暮らせるまちづくりを進める。 

今後、地域住民による自主的な活動をするた

めの場所の確保や、運営を担う人材の発掘・育

成、ICTの活用、取組みの周知といった課題へ

の対応を検討する。 

３）地域共生社会＊の実現に向けた取組み 

誰もがいきいきと安心して住み続けられる支

え合いのまちを目指し、分野や属性の壁を越え

て、市民及び地域の多様な主体の参画と協働

を推進する。 

障害者差別解消法＊の理念に基づき、心の

バリアフリー＊及び民間事業者に対する合理的

配慮＊の啓発等に引き続き取り組み、関係機関

と連携を図りながら、障害者差別の解消に向け

た取組みを推進する。 

 

基本施策２ 生命と健康を守る地域医療

充実への取組みと連携の強化 

１）生命と健康を守る地域医療の維持・充実と

連携の強化 

かかりつけ医＊となる診療所や病院等の関係

機関と引き続き連携及び情報共有を図りつつ、

必要に応じて支援を行うことにより、地域包括ケ

アシステム（まちぐるみの支え合い）の理念を踏

まえ、安心して暮らし続けるために、医療面から

支える地域医療体制を整備する。引き続き、吉

祥寺地区の病床確保に向けた取組みを推進す

る。医療連携訓練＊等により、活動マニュアルの

検証及び更新を行い、災害時医療体制を構築

する。 

２）在宅療養生活を支える医療・介護の連携 

医療と介護の両方を必要とする高齢者や障

害のある人等が住み慣れた地域で安心して暮

らし続けることができるように、切れ目のない在

宅医療と介護の連携を引き続き推進する。 

３）健康危機管理対策の強化 

令和２（2020）年１月に新たに指定感染症とさ

れた新型コロナウイルス感染症に対応するため、

全庁体制で様々な対応を行ってきた。健康危機

発生時に備え、平常時から訓練等により医療関

係機関等との連携体制の強化に努め、危機発

生時の行動計画、BCP＊、マニュアル等の整備

を推進する。また、市民に対して引き続き正確な

情報発信に取り組む。 

保健センターの増築及び大規模改修にて、

機能の一部として、感染症対策衛生用品の備

蓄、健康危機発生時の動線を考慮した臨機応

変に対応できるスペースの確保等、機能の向上

を図る。 

東京都多摩府中保健所武蔵野三鷹地域セン

ターを感染症対策の機能を有する支所として拡

充することを引き続き東京都に要望していく。 

 

基本施策３ 安心して暮らし続けられるた

めの相談支援体制の充実 

１）オールライフステージにわたる相談支援体

制の充実とネットワークの強化 

市民の介護・福祉に対するニーズは多様化、

複雑化しており、制度ごとのサービス提供だけ

では解決の難しい場合が増えている。 

ひきこもり＊など、多様かつ複合的な課題を抱

える市民の相談窓口として開設した福祉総合相

談窓口において、各関係機関などとの連携を円

滑にし、困りごとの解決に向けた包括的・継続的

な支援体制の強化に取り組む。また、当事者や

家族を支援する事業を充実させるとともに、地域
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住民の理解が進むよう、セミナーや講演会等の

普及啓発を推進する。 

子育てと介護等を同時に行うダブルケア、トリ

プルケア＊を担う人が増えているため、社会資

源を適時適切に活用した負担軽減が求められ

ている。現状把握やニーズ調査を行い、担い手

を支えるための取組みを検討する。 

医療的ケア児＊の健やかな成長を図るため、

家族からの相談支援や各ライフステージにつな

ぐ役割などを担う医療的ケア児＊コーディネータ

ーを設置するなど相談体制の整備を進める。 

２）認知症の人とその家族を支える取組み 

認知症高齢者は高齢化率を上回り増加して

いる。認知症の人が尊厳を持って地域で安心し

て暮らし続けられるよう適時適切な支援体制を

強化するとともに、認知症の人を支える家族へ

の支援を引き続き行う。また、認知症に理解ある

地域づくりを推進するため、市民の認知症理解

の促進や地域の見守り意識の醸成に取り組む。 

３）生活困窮者＊への支援 

生活困窮世帯は、複合的な課題を抱えてい

ることも多く、コロナ禍以降、若年層等での新た

な要支援対象が顕在化している。貧困の連鎖を

断ち切るため、就労支援等の必要な支援に確

実につなげられるよう関係機関との連携を強化

し、課題解決に向けた伴走型の支援＊を推進す

る。 

４）障害のある全ての人が自分らしい生活を送

るための取組み 

障害のある人も、住み慣れた地域の中での生

活を継続していくことができるよう、本市ならでは

の地域共生社会＊を実現していく必要がある。

そのために、それぞれのライフステージにおい

て、個々の障害特性に応じた支援を受けること

ができるような相談体制を全市的に構築してい

く。障害のある人の自立した生活を支え、ケアマ

ネジメントを支援する相談支援事業所及び相談

支援専門員への支援や、市と地域活動支援セ

ンター＊の連携強化に取り組む。 

医療技術の進歩や障害福祉制度の充実等に

より、障害が重度でも高齢になっても地域で暮ら

す人が増えており、障害福祉サービスの充実が

求められている。一方で、サービスを提供する

ための人材が質・量ともに不足しており、様々な

施策を通して事業所や支援員の支援を行う。 

障害のある人の地域生活の充実を図るため

に、就労や余暇活動などを含めた多面的な社

会参加が促進されるように、他分野の施策との

連携を図る。 

５）権利擁護＊と成年後見制度＊の利用促進 

今後も増加が予想される認知症、知的障害の

ある人等の判断能力が不十分な人の権利擁護

＊と成年後見制度＊の利用を促進するため、成

年後見制度地域連携ネットワーク連絡協議会で

の課題の共有及び連携を推進するとともに、市

民を対象とした学習会・相談会を実施するなど、

制度の充実を図る。 

６）見守り・孤立防止とこころの健康づくりの推

進 

地域とのつながりが希薄になりがちなひとり

暮らし高齢者等の増加が見込まれる中で、社会

的に孤立しない地域づくりや仕組みづくりを進

める。また、こころの病を抱える人が増加してい

ることから、社会情勢の変化を注視する。誰も自

殺に追い込まれることのない社会の実現を目指

し、自殺防止に関する各施策の点検及び評価

を行うとともに、自殺の特徴の動向を把握しなが

ら、各施策を展開する。 

７）災害時に支え合える体制づくりの推進 

災害時に一人で避難することが困難な要介

護者や障害のある人等配慮が必要な人につい

て、地域で見守り、支え合える体制づくりを進め
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るとともに、防災訓練などを通じて、体制の実行

力を高めるための取組みを進める。 

 

基本施策４ 福祉人材の確保と育成に向

けた取組み 

１）地域を支える福祉活動を担う人材の拡大 

本市が誇る高い市民力の源泉である各地域

福祉団体は、活動されている人の高齢化や担

い手不足が課題となっている。特に新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により、活動の場が制

限され、新しい担い手の発掘や確保が困難とな

っている。必要な人材の年齢層や職種に応じた

戦略的な広報や適任者の情報共有を行うととも

に、シニア支え合いポイントなど地域福祉活動

の導入となる制度を活用し、潜在的な地域福祉

活動の担い手を発掘し確保する必要がある。 

２）誇りとやりがいを持って働き続けるための福

祉人材の確保と育成・質の向上 

少子高齢化が進展し、生産年齢人口が減少

する中、離職者も多い福祉人材の確保と定着は

喫緊の課題である。福祉に従事する人への支

援を強化し、本市の福祉分野で働くことのメリット

を強く打ち出す必要がある。 

介護・福祉人材の確保と育成を一体的に行う

地域包括ケア人材育成センター＊が実施してき

た事業を検証し、各事業のさらなる充実・連携を

図る。 

まちぐるみの支え合いを推進していくうえで要

となる在宅介護・地域包括支援センター＊にお

ける体制強化、育成方法について検討する。 

３）福祉専門職の採用 

市民の福祉ニーズが複雑化・多様化する中、

市職員にも高度なケースワーク力や地域の相談

支援機関をバックアップする能力の強化が求め

られており、福祉分野での業務を中心に担う職

員の育成が必要になってきている。次期人材育

成基本方針＊の改訂にあわせた、社会福祉士＊

等の資格保有を要件とする福祉専門職の採用

については議論すべき課題である。 

 

基本施策５ 新しい福祉サービスの整備 

１）複合的なニーズに対応した新しい施設の整

備 

今後さらに高まる医療や介護等の複合的なニ

ーズに対応するため、本市の地域特性に合わ

せた、小規模・多機能・複合型の新たなサービ

ス及び施設について、公有地の活用も含めて

計画的に整備する。 

また、一斉に更新時期を迎えている高齢者施

設について、更新中のサービス提供の継続に

留意しながら、個別施設ごとに検討を進める。 

建て替えの方向性が示された武蔵野市障害

者福祉センターについては、今後もその役割を

担うための改築事業を、計画的に進める。 

２）地域共生社会＊に対応したサービスの提供 

（公財）武蔵野市福祉公社＊と（社福）武蔵野

市民社会福祉協議会＊の統合について、社会

経済情勢の大きな変化に伴い、公の果たすべ

き役割が大きくなっている中、主に行財政改革

の視点から統合を検討していくかは議論すべき

課題である。また、両団体の老朽化した社屋の

建て替えに加えて、「地域共生社会＊推進の拠

点」としての機能と役割を実現する観点からも検

討する。 
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（２） 子ども・教育 

 

基本施策１ 子どもたちが希望を持ち健

やかに過ごせるまちづくり 

１）子どもの権利を保障する取組みの推進 

子どもの最善の利益を尊重する社会の実現

に向け、現在、武蔵野市子どもの権利条例（仮

称）の制定を目指している。子どもの権利を保障

するための新たな取組みについて検討するとと

もに、いじめ対策等の既存施策についても、必

要な見直しと充実を図る。また、子どもに関わる

施策について、子どもが意見を表明できる機会

の確保と、子どもの意思をくみ取りその意見を代

弁できる人材の育成を行う。 

２）子どもと子育て家庭への切れ目のない相談

支援体制等の構築 

児童福祉法等の改正を受け、児童福祉と母

子保健の一体的な相談体制を構築するため、こ

ども家庭センター＊の設置及び地域子育て相談

機関の整備を行う。 

第六期長期計画の施策の大綱（議決事項） 

１ 子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり 

全ての子どもは、一人ひとりの個性に応じた、健やかな成長が保障されなければならない。

子どもたちが希望を持ち、健やかに過ごせるよう、それぞれの子どもと子育て家庭に対するき

め細かで切れ目のない支援を行う。 

２ 安心して産み育てられる子育て世代への総合的支援 

父母・保護者が子育てを適切に行えるよう、教育・保育・子育て支援施設、地域団体・ＮＰＯ等と連

携し、協力して、誰もが安心して子どもを産み育てられる環境を整備し、子育てしやすいまちづくりを

進める。 

３ 子どもと子育て家庭を地域社会全体で応援する施策の充実 

次代を担う子どもたちを健全に育成するという目標を地域社会全体で共有し、実践していくため、

市民、企業や店舗、子ども・子育て関係団体等、多様な主体による事業を展開するとともに、保育人

材や地域の担い手等の確保・育成を推進する。 

４ 子どもの「生きる力」＊を育む 

子どもの多様性を尊重し、子ども自身が遊びや体験を含めた様々な学びにより、自ら課題に気づ

き他者と協働しながら課題を解決する力など、新しい時代に必要となる資質・能力や、個に応じた自

信と生涯にわたって続く学ぶ意欲を育むよう、多様な施策を推進する。 

また、子ども一人ひとりの教育的ニーズに対応するため、指導及び相談支援の体制を充実させる。 

５ 教育環境の充実と学校施設の整備 

多様化する教育ニーズに応えるために、教員が教育に注力し、子どもと向き合うための時間を確保

する。また、学校と地域とが一体となって子どもの成長を支えることができるよう、協働体制をより充実

させる。  

一方、学校施設の老朽化が進み、市立小中学校は更新時期を迎えるため、人口動態も踏まえた

長期的な視野に立ち、整備を進めていく。 
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児童福祉、母子保健、療育、教育等に係る相

談支援機能を、保健センターの増築及び大規

模改修によって整備する複合施設内に設置し、

多部門・多職種の連携による相談支援体制を構

築する。 

誰もが出産・子育てを安心して迎えられるよう、

産科・小児医療機関との連携強化を図る。 

東京都で多摩地域に新たな児童相談所の設

置を予定しており、今後の動向を注視していく。 

３）福祉専門職配置による相談支援体制の強

化 

相談内容が多様化・複雑化・困難化し、専門

性が必要とされる相談、分野横断的な課題が増

えている。福祉分野の業務を中心に配置される

専門性を持った職員の育成のため、次期人材

育成基本方針＊の改訂にあわせた、福祉専門

職の採用については議論すべき課題である。 

４）ケアを必要とする家族がいる家庭全体への

支援のあり方の検討 

ヤングケアラー＊、8050問題＊など現行の枠組

みでは支援が困難な問題を抱える家庭が顕在

化している。ケアを必要とする家庭全体を支援

するための相談のあり方、18歳以上となったケ

アラーへの継続的な支援体制について検討す

る。 

 

基本施策２ 安心して産み育てられる子

育て世代への総合的支援 

１）多様な主体による子育て支援の充実と連携

の強化 

多様な子育て支援ニーズに対応するため、

子育て支援団体と行政機関等のネットワークを

構築し、様々なライフステージにおいて地域の

力を生かした子育て支援を行うとともに、保育施

設等の職員の専門性を生かした子育て相談の

機会を充実させるなど、地域全体で取組みを進

める。 

また、保育施設等を利用していない世帯への

支援を充実させるとともに、多様化する保護者

の働き方や、家族のあり方、家庭の状況に対応

するため、保育施設や幼稚園における一時保

育（一時預かり）事業の拡充を図る。 

２）保育の質の向上に向けた取組みの推進 

保育施設の整備により、待機児童対策が進

展した一方、開設から10年未満の保育施設が

全体の半数を超え、保育の質のさらなる向上が

求められている。各園の保育内容の充実に向け

た支援、保育士等の確保・定着の促進、園内の

環境整備、安全性の担保等の取組みを総合的

に進めながら、市全体で保育の水準を高めてい

く。また、関係機関と連携しながら、特別な支援

を必要とする子どもの保育や、市立保育園にお

ける医療的ケア児に対する保育の体制整備を

進める。 

３）小学生の放課後施策の充実 

全ての就学児童が放課後等を安全に過ごし、

多様な体験・活動ができるよう、地域子ども館事

業＊を充実させる。低学年児童の待機児童を出

さないよう、学童クラブの整備を行うとともに、４

年生以上も受入れ可能な民間学童クラブにつ

いて、新規開設した施設の状況を見ながら、開

設支援のあり方を検討する。また、国の基準に

沿った第三者評価を活用し、質の向上を図る。 

 

基本施策３ 子どもと子育て家庭を地域

社会全体で応援する施策の充実 

１）まちぐるみで子どもと子育てを応援する事業

の推進 

地域社会全体で子どもと子育てを応援するた

め、市民や事業者との連携、協働の事業を推進

するとともに、保育人材や、子ども・子育てを支

える地域の担い手等の確保・育成に努める。ま
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た、市として子どもを大切にし、子育て家庭を応

援するというメッセージを積極的に発信していく。 

 

基本施策４ 子どもの「生きる力」＊を育む 

１）幼児教育と小学校教育の円滑な接続 

子どもの発達は連続的なものである。幼児教

育における遊びを通した豊かな体験が小学校

教育に引き継がれ、子どもの「生きる力」＊がさら

に育まれていくよう、幼稚園、保育園等と小学校

の連携を深め、幼児教育と小学校教育のより円

滑な接続を確保しながら、市全体の幼児教育の

質の向上を図る。 

２）青少年健全育成事業の充実 

子どもが様々な経験を通じて「生きる力」＊を

身に付け、地域への愛着を高めることができると

いう観点から、むさしのジャンボリー事業＊など、

体験活動を大切にする事業を引き続き実施する。

また、将来自ら子育てをしたり、子どもと関わり続

けるイメージを持つことができるような機会を提

供する事業について検討を行う。 

社会生活を円滑に営むうえでの困難を有す

る子どもや若者への支援を充実するとともに、子

どものための多様な居場所づくりを推進する。 

３）全ての学びの基盤となる資質・能力の育成 

学校改築と連動したラーニングコモンズ＊とし

ての学校図書館のあり方についての検討や、学

校図書館サポーター＊の機能の拡充を進める。 

次期端末のあり方を含めた今後の運営方針と

して策定する武蔵野市学習者用コンピュータ活

用指針に基づき、一人１台の学習者用コンピュ

ータを使った効果的な学習活動の展開やデジ

タル・シティズンシップ教育＊に関する実践を蓄

積する。 

国の動向を踏まえたうえで、学習者用デジタ

ル教科書の導入・活用を推進する。 

４）多様性を生かし、市民性を育む教育 

様々な背景を持つ子どもたちが共に学び、各

自のよさを発揮するという公立学校の強みを生

かして、児童生徒一人ひとりの活躍の促進、多

様な考えを出し合う・話し合う・認め合う教育活

動を推進する。また自己肯定感・自尊感情の実

態把握を行う。 

武蔵野市民科＊に関する研究開発校の取組

成果の各学校への還元、地域の特色を生かし

た各学校の取組みの推進、保護者・地域への

積極的な情報発信を行う。 

５）一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支

援の充実 

インクルーシブ教育システム＊について、理

解を深め推進するために、交流共同学習支援

員＊や校内支援体制を拡充し、通常級と特別支

援学級の相互交流及び共同学習のさらなる推

進を図る。また、教職員や保護者、地域への情

報発信や学校、教職員への支援を強化する。 

知的障害特別支援学級の増設、医療的ケア

の必要な児童生徒への支援体制の整備を行い、

一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導、支援

の拡充を図る。 

６）不登校対策の推進と教育相談の充実 

課題を抱える児童生徒が自分の居場所や学

習機会を持つこと、また社会的な自立に向かう

ことを目指し、保健センターの増築及び大規模

改修によって整備する複合施設内に、児童福

祉、母子保健、療育、教育等に係る相談支援機

能を設置する計画も踏まえて、 教育支援センタ

ー＊の機能を強化する。また、全ての市立小中

学校に常駐型の「家庭と子どもの支援員」＊を配

置することの検討、学校外の多様な学びの場の

拡充と関係機関とのネットワーク強化を行う。 

 

基本施策５ 教育環境の充実と学校施設

の整備 
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１）教育力の向上をもたらす教職員の働き方の

追求 

週当たりの在校時間が60時間を超える教員

ゼロを目指し、「先生いきいきプロジェクト2.0」と

して拡充してきた市講師＊をはじめ、教育を支え

る人員体制の効果検証、見直しを図る。 

２）質の高い教育を維持するための人材の確保

と育成 

教員が校内や市内の研修に留まらず、主体

的に学び、研鑽を深めていこうとする姿勢を、各

学校の管理職や関係機関との連携等により育

む。 

教員免許更新制に代わる国や都の方針を踏

まえた新たな教員研修制度を推進する。 

各校が特色ある教育活動を推進していくため

に、開かれた学校づくり協議会＊の機能強化とし

て、学校運営協議会機能＊を活用した教員公募

を実施する。 

３）学校と地域との協働体制の充実 

社会に開かれた教育課程を通じて学校・家

庭・地域が目標を共有し、持続可能な協働体制

を構築できるよう、全ての市立小中学校に設置

されている開かれた学校づくり協議会＊の機能

を強化する。令和５（2023）年１月に報告した「学

校・家庭・地域の協働体制検討委員会報告書」

に基づき、「開かれた学校づくり協議会＊の運営

ガイドライン」を作成し、学校・家庭・地域の協働

に関する試行をモデル校２校において２年間行

う。その効果検証及び検証結果を踏まえ、全校

実施へと移行していく。 

４）学校改築の着実な推進と安全・安心かつ適

切な施設環境の確保 

武蔵野市学校施設整備基本計画に基づき、

新しい時代の学びを実現する学校施設の改築

を進める。また、令和８（2026）年度にそれまで

の改築実績を踏まえながら、武蔵野市学校施設

整備基本計画の改定を行う。物価高騰による改

築経費への影響も考慮して対応する。 

改築するまでの施設についても、定期的な点

検と計画的な保全改修を継続するとともに、児

童生徒数の増加、教育的ニーズの変化、施設

の経年劣化、自然災害リスク等にも適切に対応

し、良好な施設環境を確保する。 

給食調理施設については、学校教育におけ

る食育推進と安定的な給食の提供を行うため、

（一財）武蔵野市給食・食育振興財団と連携し、

学校改築にあわせ小学校の自校調理施設の整

備を進める。 

５）持続可能な部活動のあり方の検討 

市立中学校における部活動については、学

校と関係団体の現状や今後の連携を鑑み、拙

速な地域移行を行わず、部活動指導員の充実

（質と量の確保）、体育協会との連携をはじめと

した地域人材の確保（コーディネート機能）、外

部講師の活用など、教員の働き方改革の観点

から本市としての取組みを進める。  
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（３） 平和・文化・市民生活 

 

第六期長期計画の施策の大綱（議決事項） 

１ 多様性を認め合い尊重し合う平和な社会の構築 

全ての人が、性別、性自認＊、性的指向＊、年齢、国籍、文化、障害の有無等にかかわらず、その

個性と能力を生かせる環境をつくり、生涯にわたりいきいきと、豊かで安心して生活することができる

地域社会をつくるため、一人ひとりの命と人権が守られる真に平和な状態を保ち、多様性を認め合い

尊重し合う社会を構築していく。 

２ 災害への備えの拡充 

災害による被害を最小限に抑えるため、事前予防の取組みを行うとともに、迅速な災害対応のた

め、応急対応力の強化や応急活動体制の整備を進める。近年の災害の教訓等を踏まえ、武蔵野市

地域防災計画の見直しを行う。また、地震災害については、速やかに都市機能を復旧し、被災者の

生活を取り戻すための震災復興のあり方や進め方を検討する。 

３ 安全・安心なまちづくり 

安心を実感できるまちづくりを一層進めるため、適切な方法での情報提供、見せるパトロール等を

通じて、地域ぐるみで防犯力の向上を図る。また、特殊詐欺、悪質商法、テロ、サイバー犯罪等によ

る被害の防止に向けて、警察、消防、商店会等の関係機関・団体と連携し、啓発、対策、訓練等に継

続的に取り組む。 

４ 地域社会と市民活動の活性化 

市民による自主的なコミュニティづくり、市民と行政との連携・協働の活動等により積み上げられて

きた知恵と経験を生かしつつ、課題の解決に向けた取組みが進むよう、地域コミュニティの活性化や

市民活動への支援策の充実を図っていく。 

５ 豊かで多様な文化の醸成 

全ての人にとって魅力あるまちであり続けられるよう、都市文化の可能性をさらに研究しながら、こ

れまでに築き上げられてきた文化を大切に守り育て、発展させていく。武蔵野市文化振興基本方針

に基づいた文化施策の展開及び都市観光の推進を図るとともに、多様性を認め合う市民文化をさら

に醸成するため、都市・国際交流を通じた相互理解、異文化理解を深めていく。 

６ 多様な学びや運動・スポーツ活動の推進 

市民の能動的な学びの環境づくりを進め、参加と学びの循環を作り出すとともに、子どもの学校外

での学習等の活動の充実を図っていく。 

市内の文化財については適切な収集・保管を行い、歴史公文書については管理・活用を進める。

図書館では、読書ならではの楽しさや喜びを提供するとともに、知りたいことや課題解決を支えるサ

ービス提供を一層進める。 

市民が自由に気軽に運動・スポーツに親しめる環境整備や機会の提供を行う。 
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基本施策１ 多様性を認め合い尊重し合

う平和な社会の構築 

１）多様性の理解及び男女平等施策の推進 

全ての人が、性別、性自認＊、性的指向＊に

かかわりなく、その個性と能力を生かし、生涯に

わたりいきいきと生活できるよう、引き続き多様

性を認め合い尊重し合う社会の構築に向けた

取組みを進める。 

本市は、武蔵野市男女平等の推進に関する

条例を改正し、令和４（2022）年４月１日よりパー

トナーシップ制度＊を開始した。また、東京都が

同年11月よりパートナーシップ宣誓制度を導入

したことに伴い、受理証の相互活用に向け、東

京都との連携協定を締結した。今後、パートナ

ーシップ制度＊に係る適用施策等の拡充に向け

検討を進める。同制度の市民や市職員への理

解促進及び周知啓発にも継続的に取り組む。 

また、令和５（2023）年度に次期男女平等推

進計画を策定する。策定にあたっては、令和４

（2022）年度実施の男女平等に関する意識調査

の結果や国・都の動向を踏まえることとし、男女

平等推進審議会へ諮問を行う。 

２）平和施策の継承 

本市は戦時中、市内にあった軍需工場を目

標に空襲を受けたことから、昭和19（1944）年に

はじめて空襲を受けた11月24日を「武蔵野市平

和の日」とし、非核都市宣言平和事業実行委員

会＊と協働した平和啓発事業の実施等、平和へ

の取組みを行っている。戦後70年余り経ち、当

時の戦争体験者が高齢化し戦争体験の直接の

伝承が難しくなっていることから、体験者の記憶

を残し次世代に伝えていく方法等、平和施策の

あり方について検討する。また、時間の経過とと

もに散逸等の恐れがある民間保有の戦争関連

資料の保存等についても研究する。 

３）多文化共生＊社会の形成 

国は平成30（2018）年に外国人材の受入れ・

共生のための総合的対応策を決定し、以降毎

年改訂するとともに、令和２（2020）年に地域に

おける多文化共生＊推進プランを改訂し、地方

公共団体に対して多文化共生＊推進に係る計

画・プランの策定・見直しを要請した。これを受

け、本市では令和４（2022）年度に多文化共生

推進の基本的な考え方及び施策の方向性を示

す指針となる武蔵野市多文化共生＊推進プラン

を策定し、これに基づき多文化共生＊社会の形

成に向けた取組みを推進する。あわせて、外国

人市民の円滑なコミュニケーションと社会参加

の実現のため、既存の日本語教育を行う団体と

連携した日本語教育や、日本社会や地域にお

ける慣習、ルール等を理解してもらうための取

組みを進める。 

 

基本施策２ 災害への備えの拡充 

１）災害への備えの拡充 

 

７ まちの魅力を高め豊かな暮らしを支える産業の振興 

取り巻く環境が時代とともに変化する中で選ばれるまちであり続けるため、都市や地域の抱える

様々な課題に市民、事業者、関係団体及び行政が一体となって取り組む。 

市内三駅圏の特性を生かした都市型産業を育成し、本市の魅力の発信や地域の産業振興を図っ

ていく。 

また、産業としての農業を継続するための支援を進めるとともに、農地の保全を図る。 
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今後、30年以内に70％以上の確率で首都直

下地震等の発生が予想されている。10年ぶりに

見直しが行われた東京の新たな被害想定を踏

まえ、啓発活動や支援による市民の防災力向上、

住宅や緊急輸送道路沿道建築物＊等の耐震化

促進、無電柱化への取組み等を通じて、減災に

向けたまちづくりを一層推進する方策を検討す

る。 

気候変動の影響により、今後は降雨量や洪

水発生頻度の増加が見込まれている。河川と連

携した下水道施設整備の検討や雨水浸透施設

＊等の設置推進を図るなど、あらゆる関係者の

協力のもと流域における治水対策を推進する。 

また、新型コロナウイルス感染症対策を踏ま

え、大規模災害や風水害等に備えた即応力の

強化や迅速な復旧・復興の実現のため、災害対

応力向上の取組みと多様な組織との連携及び

訓練による防災体制の確保を推進する。市外か

らの人的・物的支援を円滑に受けるための受援

計画＊等の実行性を検証する。 

 

基本施策３ 安全・安心なまちづくり 

１）安心して暮らし続けられるまちづくり 

市内の刑法犯認知件数＊は平成14（2002）年

のピーク時に比べ大幅に減少したが、さらなる

体感治安の向上を図るため、「見せるパトロール」

や「地域の防犯力向上」の取組みを進める。一

方、特殊詐欺の発生件数は高止まりしていると

ともに、手口も巧妙化しているため、警察等の地

域の関係機関と連携し、防止活動の継続と、被

害にあった際の消費生活相談の周知に取り組

む。また、世界的な政情不安のなか、ミサイル発

射やテロ発生などの様々な脅威に対する備え

や、新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ

た、新型感染症に対する体制の再構築など、危

機管理体制の充実を図る。 

基本施策４ 地域社会と市民活動の活性

化 

１）時代に合ったコミュニティのあり方検討と市

民活動の連携 

本市は、昭和46（1971）年のコミュニティ構想＊

に基づき、市民運営のコミュニティセンターを中

心としたコミュニティづくりを進めてきた。全市的

な町内会の体制を取らず、市民が主体的・自発

的に地域のまちづくりに取り組んできた点は大

きな特徴である。 

現在、コミュニティ協議会をはじめ、地域社協

（福祉の会）＊など地域別に組織された団体、テ

ーマ性を持つNPOなど多くの団体が多様な活

動に取り組んでいる一方、各団体が担い手不足

や相互連携等の課題を抱えている。これらの課

題解決のための取組みを検討する。 

２）コミュニティセンターのバリアフリー化 

エレベーターが未設置の中央コミュニティセ

ンターと本町コミュニティセンターについて、バリ

アフリー面の課題を解決するため、具体的な対

策を検討する。 

３）市民活動の活性化 

令和３（2021）年度の第二期武蔵野市市民活

動促進基本計画策定時には、市民活動の継続

にあたって資金確保、広報、活動拠点等の課題

が挙げられ、他団体との連携・協働のニーズや

コロナ禍でのオンラインの取組みも確認された。

市民活動への参加を促進する取組みや市民活

動の広報、オンライン活動、多様な主体間の連

携・協働等への支援を進める。 

 

基本施策５ 豊かで多様な文化の醸成 

１）都市・国際交流事業の推進 

本市は海外６都市、国内９都市との間で、友

好都市交流関係を結んでいる。海外交流事業

については、青少年の相互交流を通じて、多様
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な文化への理解の促進を図る。また、国内交流

事業については、都市と地方、消費者と生産者

が交流し相互理解を進めるため、アンテナショッ

プ「麦わら帽子」＊等での友好都市の魅力の発

信や市民交流等による相乗効果でさらに友好を

深める。 

２）文化施設の再整備等による文化振興の推

進 

令和３（2021）年度に示された文化施設の在り

方検討委員会報告書を踏まえ、今後の文化施

設の活用や整備について検討が必要である。 

武蔵野公会堂は設備の老朽化やバリアフリー

化等の課題を抱えているため、令和４（2022）年

度に改修等の基本計画を策定し、市民文化の

拠点として再整備を行う。 

芸能劇場は、利用の実態等を踏まえ、古典芸

能の保存等という設置目的を再検討するととも

に、老朽化している各種設備を更新する必要が

ある。 

茶会などで長年に渡り活用されてきた松露庵

は築後80年が経過し、調査の結果、建物の物

理的限界が近いことが判明したため、今後の施

設のあり方について、建物の状況を勘案し廃止

も視野に入れ検討する必要がある。 

３）文化・スポーツ・生涯学習の施策の連携 

令和４（2022）年度に（公財）武蔵野文化事業

団と（公財）武蔵野生涯学習振興事業団が合併

し発足した（公財）武蔵野文化生涯学習事業団

＊では、文化・スポーツ・生涯学習の効果的な事

業連携による市民サービスの向上を目指してい

る。合併による効果を発揮し、ブランディングの

強化が図れるよう市も適切な指導監督を行うとと

もに、文化・スポーツ・生涯学習に関する市の施

策について、事業団と連携して展開する。 

 

 

基本施策６ 多様な学びや運動・スポー

ツ活動の推進 

１）生涯学習施策の推進 

武蔵野プレイス＊、武蔵野地域五大学＊、社

会教育関係団体等、多くの活動主体によって、

市民が多様に学ぶための環境が維持されてい

る。さらに生涯学習を推進するため、人生100年

時代＊や社会環境の変化に対応した個人の学

び直しや、学びを通じた人々と地域のつながり

づくり等について取り組む。また、社会教育委員、

（公財）武蔵野文化生涯学習事業団＊等と市で

連携し、個人の学びを他者へ伝える仕組みづく

りを検討する。 

さらに、学校教育活動を支援・補完する体験

学習などの生涯学習活動について推進する。 

図書館は、ICT等をさらに活用することで、全

ての人への適切な読書環境の提供と読書支援

に取り組む。また、地域課題解決に取り組む機

関等が図書館の資源を活用できるよう、場の提

供や情報発信等の連携を行う。子どもたちの

「生きる力」＊が育まれるよう、これまでの実績を

踏まえさらに子ども読書活動を推進する。そして、

それらの役割を果たすためには、図書館行政を

担う人材の育成が必要である。 

武蔵野ふるさと歴史館＊は、博物館・公文書

館・文化財保護普及の３機能を複合的に活用し、

シビックプライド＊を醸成する。博物館として収集

基準の作成と収蔵資料の価値づけを行い、公

文書館として将来にわたる説明責任を果たすべ

く保存・閲覧・講座・展示等の各事業を展開する。

また、他館、大学等との連携・協力のほか、子ど

もや家族連れを対象とした事業の充実を図りな

がら、切れ目のない生涯学習支援を推進する。 
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２）市民の誰もがスポーツを楽しめる環境の整

備 

国際スポーツ大会のレガシー＊を生かし、子

ども、子育て世代・働き世代、高齢者、女性など、

年齢や性別、また障害の有無に関わらず、市民

の誰もがスポーツを楽しみ豊かな生活を送り続

けられるための取組みを進める。スポーツ活動

の拠点である体育施設は老朽化が進んでいる

ため保全等工事を行う。温水・屋外プールは第

二期武蔵野市スポーツ推進計画に示された方

向性を踏まえ、現在の屋外プールの課題を解

消しつつ、さらなる市民のスポーツ推進を図るた

め、屋外プールの廃止を支持する市民アンケー

トの結果も考慮し、全天候型の屋内プールの充

実を検討する。 

旧桜堤小学校跡地は、当面は近隣の小・中

学校の校庭等として活用し、隣接する市立学校

の改築等整備状況を勘案したうえでスポーツ広

場等の整備について検討する。 

 

基本施策７ まちの魅力を高め豊かな暮

らしを支える産業の振興 

１）産業の振興 

第三期武蔵野市産業振興計画の推進を通じ、

新型コロナウイルス感染拡大がもたらした社会

の変化に合った産業振興施策を展開する。コロ

ナ禍において市内事業者や市民生活を守るた

め、数々の緊急経済対策を講じ、あわせて効果

検証も実施してきた。そこで得た知見を計画策

定に生かす。 

事業承継などの相談機能を追加し、「むさし

の創業・事業承継サポートネット」を再編した。

引き続き関係機関と創業から事業承継まで幅広

い相談に対応可能な窓口を運営する。 

関係団体等と協力しながら、産業の育成や産

業と他分野の連携、商店会の環境整備、情報

化・国際化への対応、多様な人材を生かす雇

用・就労支援等に取り組む。 

２）まちの魅力向上を目指して 

コロナ禍における観光推進のあり方について、

これまでのインバウンド＊型に加え、マイクロツー

リズム＊等の地域密着型も含めて再考するため、

第三期武蔵野市産業振興計画の策定の際に議

論する。 

令和４（2022）年度より試行実施している産業

連携プロジェクト「CO+LAB MUSASHINO（こら

ぼむさしの）」＊により、市内産業の横断的なコラ

ボレーションを目指し、クリエイティブ産業を含

めた本市の新たなチャレンジ事業として、魅力

創出を図る。また、映画・音楽・アニメーション・

漫画等の市内に豊富にあるコンテンツを生かし

たまちの魅力向上を推進する。ふるさと応援寄

附＊は都内の近隣住民へのPR手段としては有

効であるため、積極的に活用し、まちの魅力に

触れる機会を増やすことにより、本市への訪問

者の増加を目指す。 

３）農業の振興と農地の保全 

市内農家戸数は漸減しており、高齢の従事者

が依然として多い状況である。 

そのため、将来にわたって農地の適正な肥

培管理＊を継続させ、農地を保全していくため

に、都市農地貸借円滑化法に基づく貸借の支

援や農福連携＊事業に取り組む。 

さらに、産業連携プロジェクト「CO+LAB 

MUSASHINO（こらぼむさしの）」＊にみられるよう

な新たな取組みに意欲的な若手農業者も多い

ため、JA東京むさし武蔵野地区等の関係機関と

も連携しながら、さらなる農業振興を図る。 

また農地は生産地としての機能のみならず、

災害時の避難場所や雨水の涵養などをはじめ、

都市における貴重な役割も担っているが、個人

の財産であり、保全に関する行政の介入には限
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度がある。相続時の売却面積を少しでも減らす

ために、経済的な支援を継続するなど、行政と

して側面的な支援を行うとともに、他施策の可能

性についても研究を進める。
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（４） 緑・環境 

 

基本施策１ 刻々と変化する環境問題

への対応 

１）多様な主体のネットワークによる環境啓発

の推進 

「むさしのエコreゾート」＊が環境啓発施設の

拠点として機能していくため、引き続き市民団

体、事業者等が環境啓発の担い手・主体とし

て活躍できる場や機会を提供するとともに、活

動に参加しやすい仕組みづくり等、一層の活

動支援に取り組む。 

環境フェスタをはじめとした各種イベント・講

座等を通じ、環境活動団体や事業者等の活動

及び環境配慮行動について情報発信を行うと

ともに、団体間や市民との交流、協働のきっか

けをつくり、多様な主体のネットワークの構築を

進め、環境啓発の取組みを推進する。 

２）良好な環境整備に向けた取組みの推進 

緑は市民の共有財産という理念のもと、地域

第六期長期計画の施策の大綱（議決事項） 

１ 刻々と変化する環境問題への対応 

日々変化する環境問題に対応し、次世代に持続可能なまちを引き継ぐために、環境啓発施設エコ

プラザ（仮称）を拠点として、必要な情報の発信、各主体が連携できるような場や機会の提供等、

様々な手法で活動を支援する。 

また、一人ひとりのライフスタイルの転換や意識改革の必要性をより一層伝えることで、環境に配慮

した行動を促す。 

２ 地球温暖化対策の推進 

気候変動による自然生態系、水環境、市民生活等への影響が顕在化しているため、全市的なエネ

ルギー施策を進めるとともに、市が率先して公共施設の省エネ化・スマート化を推進することで、各主

体が環境負荷低減を意識したまちづくりを実践していくことを促す。 

３ 「緑」を基軸としたまちづくりの推進 

本市が大切にしてきた緑や水辺等の豊かな街並みを次世代の子どもたちに引き継ぐため、「武蔵

野市民緑の憲章」の基本理念を継承し、市民・事業者との連携を一層深めながら、緑を基軸としたま

ちづくりを推進していく。 

４ 省エネルギー・省資源型の持続可能な都市の構築 

市民、事業者及び市が、ごみの減量・分別の徹底、ごみの資源化に、それぞれの責任において主

体的に取り組むとともに、安全かつ安定的なごみ処理を行いながら、環境負荷の低減や事業の効率

化を進めることで、持続可能な都市の構築を目指す。 

５ 様々な環境の変化に対応した良好な生活環境の確保 

日々生じている気候変動、グローバル化の進展等により、これまでの生活では起こり得なかったリス

クが生まれているため、生活環境の変化に伴う新たな問題を的確に捉え、関係機関と連携し、被害の

回避・軽減を図ることで良好な生活環境を確保する。 

また、総合的な受動喫煙対策とまちの美化の推進に取り組む。 
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の市民の力で緑を守り育てるため、身近な緑

に関心を持つことができる取組みを進める。ま

た、より多くの市民が緑に関わる活動に参加で

きる仕組みづくりを推進する。 

都市化の進展によって、雨水の地下浸透の

減少による水循環機能の低下や気候変動に

伴う局地的大雨等の浸水被害リスクに対応す

るため、引き続き、地下水の涵養等の水循環

の保全・回復に向けた取組みや支援を行うとと

もに、重要性について啓発を行い、公有地や

民有地での雨水浸透施設＊の設置等、健全な

水循環への行動を促す。また、水循環の機能

に加え、良好な景観形成の効果が期待される

グリーンインフラ＊の整備手法や仕組みづくり

について検討する。 

 

基本施策２ 地球温暖化対策の推進 

１）市民・事業者との連携と具体的行動に向け

た機運の醸成 

2050年ゼロカーボンシティ＊実現に向けて、

市・市民・事業者が一丸となって取組みを進め

ていくため、気候市民会議＊における議論や

国・都の取組みを踏まえながら、市民・事業者

の行動を後押しする市が担うべき効果的な支

援策を検討し、実施する。 

全ての市民等が当事者として、地球温暖化

対策の具体的な取組みを理解し、行動の変化

につながるように、また、事業者が魅力を感じ、

継続的に地球温暖化に対する取組みを行うよ

うに、仕組みづくりや効果的な仕掛けを検討し、

市域全体における取組みの機運を醸成する。 

２）公共施設における環境負荷低減の取組み 

市民や事業者に対し建築物の省エネ等の

取組みを促す観点からも、公共施設の改築等

に際し、新たに策定する公共施設環境配慮指

針＊に基づき、率先して省エネ等の対策を実

施する。 

公共施設の省エネ化等とあわせて電力の再

エネ化を推進していくとともに、地域間の連携

による再エネ電力調達のスキーム構築も検討

する。また、エネルギー地産地消＊プロジェクト

事業については、さらなる効率的・効果的なエ

ネルギー利用に向けた運用の最適化とあわせ

て、環境面だけでなく防災面も踏まえた総合

的視点から枠組みの見直しを検討する。 

 

基本施策３ 「緑」を基軸としたまちづくり

の推進 

１）街路樹等の緑の保全・管理 

本市では、自然樹形（樹種本来の形）を生

かした街路樹の管理を実施しており、良好な

街並み・景観を形成するうえで大きな役割を果

たしている。一方で、高木化に伴い根上がり等

で通行の支障になっていることに加え、枝葉が

民有地へ越境するなどの課題が顕在化してき

ている。 

路線毎に定期的な街路樹診断等を実施し、

危険木については、診断等に基づく適切な樹

木の保全を進める。また、市のシンボルや景観

的な魅力となっている街路樹については、景

観及び維持管理の視点から、地域資産として

保全する手法を樹種変更も含め検討する。 

２）緑の保全・創出・利活用 

これまで、市民とともに緑の保全・推進に努

めてきたが、時代とともに緑への愛着や重要性

に対する意識が変化している。緑は、地域にと

って誇れる財産であり、それに対する関心や

理解を深めるためにも市民による自助、共助

で緑を守り育てる取組みの重要性が高まって

いる。また、緑ボランティア団体をはじめとする

様々な活動主体でメンバーの固定化、高齢化

が進んでいる。 
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緑被率＊の６割を占める民有地の緑の保全

と創出とともに、地域の価値を高める緑化、都

市に残る貴重な農地の保全に努める。 

全域が既成市街地であり住宅等が密集して

いることから公園緑地の拡充整備が困難にな

る中、既存公園緑地の民間企業や市民等との

連携など柔軟な活用により魅力アップの可能

性を検討する。 

３）緑と水のネットワークの推進と森林整備 

豊かな街並みを創出するため、点在してい

る緑と水辺を街路樹でつなぐことで重層的な

緑と水のネットワークを推進する。 

住民一人当たりに対する公園面積の充足に

向け、公園空白地域への重点的な整備や既

存公園の拡充等を行う。一方で、整備から30

年以上が経過した公園緑地が全体の３割を超

えるなど既存資源（ストック）の老朽化への対応、

高木化、巨木化した樹木への対応等、既存資

源（ストック）の効率的・効果的な維持管理を行う。 

広域的な緑を支えるための取組みとして、

多摩地域の森林を健全に育成するとともに、

市民の自然とのふれあいを促し、森林資源の

利活用と公益的機能の充実を図るため、二俣

尾及び奥多摩で森林整備事業を実施してきた。

また、森林環境譲与税＊の新たな使途として、

カーボン・ニュートラル＊の視点を取り入れ、新

規の森林保全事業の立ち上げや森林由来の

クレジット＊（環境価値の証書）の購入等による

カーボン・オフセット＊の取組みを検討する。 

 

基本施策４ 省エネルギー・省資源型の

持続可能な都市の構築 

１）ごみ減量と適切な分別・収集・再資源化の推進 

新型コロナウイルス感染症流行の影響等に

より、ライフスタイルやワークスタイルが変化し、

これまで減少傾向にあった市民１日１人当たり

の家庭ごみ排出量は、令和元（2019）年度から

増加に転じた。この増加した排出量を減少さ

せるため、ごみ・資源物の発生抑制や排出抑

制、ごみ処理の効率化について新たな取組み

を検討する。 

また、令和４（2022）年４月施行のプラスチッ

クに係る資源循環の促進等に関する法律によ

り、市町村に対してプラスチック廃棄物全般を

資源として収集することが努力義務化された。

再資源化の促進や家庭ごみ収集区分の見直

しなど、ごみ減量、環境負荷の低減の観点か

ら容器包装プラスチックと製品プラスチックの

分別・収集のあり方について検討するとともに、

排出量の削減に取り組む。 

 

基本施策５ 様々な環境の変化に対応

した良好な生活環境の確保 

１）様々な環境の変化に対応した良好な生活

環境の確保 

良好な生活環境を保全するため、特に影響

の大きい国・東京都や開発事業者等が実施す

る大規模事業等に対しては、周辺環境への配

慮や適切な情報提供を求めていく。 

コロナ禍により、在宅時間が長くなり、また近

隣関係の希薄化や孤立化が進み、生活関連

公害の相談が大幅に増加していることから、市

民の意識（譲り合い）啓発を図るとともに、地域

における孤立化を防ぐため、様々なチャンネ

ルを活用しながら、地域との顔の見える関係づ

くりを促していく。 

また、いわゆるごみ屋敷や不適正なペット飼

育等に起因する周辺環境への影響の深刻化

防止や解決に向けて、当事者への福祉的支

援も視野に分野横断的な連携を図り、全庁的

な取組みとして実施する。  
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（５） 都市基盤 

 

第六期長期計画の施策の大綱（議決事項） 

１ 個性あふれる魅力的な地域のまちづくり 

都市空間が魅力的な場所であり続けるため、市民が自ら地域を豊かにする活動に取り組める環境

を整備し、地域の実情にきめ細かく対応する必要があり、地域特性を生かしたまちづくりを推進すると

ともに、武蔵野市都市計画マスタープランにおいて土地利用の適切な誘導を促す。 

また、武蔵野市景観ガイドラインに基づき、良好な景観形成等を図る。 

２ 将来にわたり持続性ある都市基盤づくり 

老朽化した都市基盤施設等の安全性の確保や防災機能の向上のため、中長期的な財政状況、

社会情勢の変化等を踏まえ、都市基盤施設等の計画的・効率的・効果的な更新や維持管理を実現

していく。 

(1) 道路分野 

    安全・安心な道路サービスを提供し続けていくために、効率的な維持管理に努め、市民と行政と

が共に道路を維持管理していく仕組みを構築する。 

(2) 下水道分野 

安定的・持続的に良質な下水道サービスを提供していくため、経営の健全性の確保と計画的・

効率的な下水道施設全体の管理を行い、下水道施設の機能確保を図る。 

(3) 水道分野 

水道水の安定供給を図るため、水道施設の適正な維持管理、更新等を行い、都営水道への一

元化を目指した取組みを推進していく。 

(4) 建築分野 

災害等に対する安全性の確保や商業地、住宅地等のまちの環境の保全のため、民間関係機関

と連携し、安心で秩序あるまちづくりを推進していく。 

３ 誰もが利用しやすい交通環境の整備 

地域公共交通＊の充実による誰もが安全・安心に利用できる交通環境の確保及び自転車利用環

境の整備を推進するとともに、交通に関する新技術を注視しながら、交通管理者、交通事業者等と連

携し、市民の移動手段の充実を図る。 

４ 安全で快適な道路ネットワークの構築 

未だ事業化されていない都市計画道路のうち、歩道幅員や自転車の走行空間が十分に確保され

ていないものについては、整備に向けた対応を行う。生活道路への安全対策として、地域交通の安

全性や防災性の向上のため、交通安全の取組みや狭あい道路等の拡幅整備を行う。その他の事業

化されていない都市計画道路や構想段階の区画道路については、社会情勢や交通需要を踏まえ、

必要性の検証を継続的に行い、必要な見直しを進める。 
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基本施策１ 個性あふれる魅力的な地域

のまちづくり 

１）計画的な土地利用の誘導 

令和３（2021）年度に改定した武蔵野市都市

計画マスタープランにおいて、都市機能の誘導

手法等を示した。高齢化の進展や働き方の変

化等に対応した暮らしやすい生活圏の形成に

向けて、店舗等の生活支援施設の他、学習や

仕事ができる民間施設等の誘導について研究

する。業務施設や産業支援施設、文化交流施

設等の都市機能を誘導・集積していくため、地

域の実情に合ったまちづくりの手法等について

研究する。 

２）魅力的な景観の保全と展開 

大人も子どもも親しみを感じることができる質

の高い景観づくりが求められており、加えてシビ

ックプライド＊の醸成においても景観の重要性が

増している。引き続き、武蔵野市まちづくり条例

に基づく開発調整や武蔵野市景観ガイドライン

に基づく景観まちづくりに関するワークショップ

等を行いながら、市民、事業者等の意識向上を

図る。 

良好な景観形成、都市防災機能の強化、歩

行者等の交通環境の向上を図るため、令和４

（2022）年度に武蔵野市景観整備路線事業計画

（第２次）を見直した無電柱化推進計画（仮称）

を策定し、今後の無電柱化施策の方向性に基

づき、様々な手法を活用して無電柱化の取組み

を進める。 

景観を構成する重要な要素である道路、公園

緑地、公共施設等の整備については、武蔵野

市景観ガイドラインに示す景観の指針に沿って

進める。また、樹種が本来持っている樹形を大

切にした街路樹や、住宅地の花や庭木等、優

５ 安心して心地よく住み続けられる住環境づくり 

安心して住み続けられる良好な住環境を形成するため、市民、地域、事業者、関連団体等と連携を

図りながら、ハード・ソフト両面から住宅施策を総合的かつ計画的に推進する。 

６ 活力とにぎわいのある駅周辺のまちづくり 

市内三駅周辺において、それぞれの地域の魅力を生かしながら、活力とにぎわいを創出する取組

みを推進していく。 

  (1) 吉祥寺駅周辺 

地域住民、地元商業者、企業等と連携して、吉祥寺の新たな将来像に向けたまちづくりを推進す

るため、ＮＥＸＴ－吉祥寺に基づき、セントラル、パーク、イースト、ウエストの各エリアの特性を生か

したまちづくりに取り組んでいく。 

(2) 三鷹駅周辺 

三鷹駅北口街づくりビジョン＊に基づき、地域に関わる様々な主体と連携し、「住む人、働く人が

集い、心地よく過ごす街」の実現に向けたまちづくりを推進する。 

(3) 武蔵境駅周辺 

武蔵境駅周辺の未整備の都市基盤について着実に事業を推進していく。市民、市民活動団体、

事業者等による活動への支援を継続しつつ、駅周辺エリアの魅力を向上させ、発展させるための

取組みについて検討する。 
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れた沿道景観を形成している質の高い緑を育

む。 

 

基本施策２ 将来にわたり持続性ある都

市基盤づくり 

１）将来にわたり持続性ある都市基盤づくり 

①道路 

将来にわたり安全・安心な道路サービスを提

供していくため、武蔵野市道路総合管理計画に

基づき、計画的・効率的・持続的な道路管理を

推進している。広域的な交通を支える伏見通り

や駅前広場に接続し地域的な路線である平和

通りについては、適切な管理主体とするための

課題を整理し、引き続き東京都と移管協議を進

める。また、道路管理について「市民等への情

報発信と協働・連携」を促進するため、その一環

として令和２（2020）年度に、アプリを活用した市

民通報システムを本格導入し、今後は一層の活

用を促進する。 

②下水道 

令和元(2019)年度策定の武蔵野市下水道スト

ックマネジメント計画に基づき、老朽化した下水

道施設に対して、計画的・効率的な維持・修繕

及び改築を進めるとともに、計画の評価・見直し

により精度向上を図る。増加する老朽化対策事

業に対し、安定的・持続的に下水道サービスを

提供していくため、令和６（2024）年度より長期包

括契約方式＊を試行的に導入し、民間事業者の

ノウハウを活用した執行体制の整備を進める。 

また、昭和45（1970）年度から続く区部への汚

水の暫定流入解消に向けた汚水送水先の切替

えや、気候変動による降雨量増加に対応するた

めの雨水排水能力の向上等大型建設事業に向

けた課題の整理や検討を進める。 

今後、中長期にわたり大型建設事業等の実

施には多額の事業費が必要となる一方で、国の

補助金等の財源の確保は厳しい状況となって

いる。持続的な下水道事業の実現に向け、経営

戦略に基づき、下水道使用料等をはじめとする

経営のあり方や方針の定期的な見直しを行い、

より一層の経営健全化に向けた取組みを推進

する。 

③水道 

新型コロナウイルス感染症による社会動向の

変化や節水機器の普及等の影響もあり、給水量

や料金収入は減少傾向となっている。一方、水

道施設（浄水場・水源井戸・管路）の老朽化に伴

う維持更新や地震等の災害への速やかな対策

を進める必要がある。このような状況は、全国的

な中小規模水道事業における共通課題である

ことから、国においても、水道事業の広域化・共

同化を、経営基盤強化の有効な手段の一つとし

ている。 

本市においても、今後も市民に安全で安定

的な水道水を供給していくため、引き続き都営

水道一元化＊に向け、具体的な課題整理等の

協議を進めるとともに、一層の経営の効率化と

管路の耐震化を進め、水道施設の適切な維持

管理を行う。 

 

基本施策３ 誰もが利用しやすい交通環

境の整備 

１）安全・安心な交通環境整備の推進 

生活様式の変化や高齢社会の進展等による

交通環境の変化に対応するため、高い水準の

地域公共交通＊のネットワークの維持を図るとと

もに、交通結節点の利便性を向上し、高齢者や

障害者、歩行者や自転車利用者等の誰もが利

用しやすい安全・安心な交通環境の整備を推

進する。また、武蔵野市バリアフリー基本構想

2022に基づき、様々な関係主体と連携し、総合

的なバリアフリー化を推進する。 
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市内で自転車が関与する交通事故の割合は

依然として高い状況にある。自転車利用の際の

交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図る

ため、警察署や交通安全協会等の様々な関係

団体との連携により、自転車の安全利用に関す

る教育や啓発を段階的かつ体系的に実施する。 

２）市民の移動手段の確保 

将来にわたり市民の移動手段を確保していく

ため、交通空白・不便地域等の状況について武

蔵野市地域公共交通活性化協議会＊で情報共

有を図るとともに、既存のバス交通に不便を感じ

るものの、レモンキャブ＊やリフトタクシーつなが

り＊の登録対象とならない人への対応を検討し、

限りある地域公共交通＊全体の中でサービスの

拡充等による相互補完を促進する。 

また、持続的な交通事業の展開を図るため、

ムーバスの事業展開や料金体系については、

今後の市民サービスのあり方、受益者負担や公

平性、事業効率性等の様々な視点から議論す

る。 

３）交通環境の改善に向けた自転車駐車場の

検討 

駅周辺の商業が集積するエリアでは走行自

転車と歩行者との輻輳が安全面において課題と

なっているため、今後設置される自転車駐車場

については、駅中心エリアから一定程度離れた

場所に配置する等、自転車の走行動線及び駅

周辺の歩行環境の確保を考慮し、配置を検討

する。あわせて民間の附置義務自転車駐車場＊

についても隔地誘導等を図る。 

 

基本施策４ 安全で快適な道路ネットワ

ークの構築 

１）安全・安心に通行するための道路空間等整

備の推進 

既存道路においては、限られた道路幅員の

中で、歩行者、自転車及び自動車がより安全に

通行できるよう、道路改良等にあわせ、幅員構

成の見直しや防護柵の新設・改修等を実施して

おり、今後も道路構造のあり方について検討す

る。 

生活道路については、区画道路や狭あい道

路の拡幅整備を庁内関係課と連携するなどして

進めるとともに、交通の円滑化と防災性の向上

を図る。なお、生活道路を抜け道として使う通過

車両や重量・速度規制等に対する違反車両の

流入による課題に対しては、警察等の関係機関

との連携や地域住民の理解・協力を踏まえて、

周辺の道路状況に応じた地域単位での安全対

策について検討する。 

２）都市計画道路の整備 

都市計画道路等の骨格となる道路ネットワー

クの整備を推進するとともに、幹線道路に囲ま

れたエリアごとに適切な交通処理を検討し、地

域の安全・安心の向上を図る。 

第四次事業化計画で優先整備路線に位置付

けられた都が事業を行う都市計画道路について

は、沿道住民や周辺環境等に配慮のうえ、丁寧

に対応することを都に働きかける。なお、歩道が

狭く安全性や防災性等に課題のある女子大通り

については、事業化を都に要請する。また、五

日市街道や井ノ頭通りについては、歩行者や自

転車の安全で快適な通行環境の確保に向け、

引き続き都に事業化を要請する。 

３）外環地下本線及び外環の２地上部街路へ

の対応 

都市高速道路外郭環状線は、事業者に対し

て「対応の方針」に基づく対応と、事業進捗に合

わせ適時適切な情報提供を求めるとともに、安

全・安心な工事の実施を要請する。外郭環状線

の２＊は、安全性の確保、交通環境の改善等とと

もに、地域分断や通過交通の流入等による住環
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境悪化等の課題もあるため、総合的な検討が必

要である。話し合いの会の中間まとめの早期取

りまとめを都に要請するとともに、話し合いの会

や市議会から必要性を問う意見等が出されてい

る経緯も踏まえ、沿線区市と連携を図りながら都

に丁寧な対応を求めていく。 

 

基本施策５ 安心して心地よく住み続けら

れる住環境づくり 

１）安心して心地よく住み続けられる住環境づく

り 

住宅は生活の基盤であるとともに、まちを形

づくる基本的な要素である。今後も安心して住

み続けられる良好な住環境を形成するため、空

き住宅等の対応も含めた良質な住宅地の維持・

誘導、老朽化した分譲マンション等の耐震化や

再生に向けた支援、居住安定への支援等の住

宅施策を総合的かつ体系的に推進する。 

新たな住宅セーフティネット制度を踏まえ、高

齢者、障害者、ひとり親世帯等の住宅確保要配

慮者に対する支援等については、武蔵野市あ

んしん住まい推進協議会（居住支援協議会）を

設置し、福祉や不動産関連団体との連携の強

化を図った。今後は、協議会の制度を活用した

住宅確保要配慮者への支援の充実とともにさら

なる支援策等について、分野横断的な検討が

必要である。 

また、市営住宅や福祉型住宅については、適

正な維持管理等を図るとともに、今後の市営住

宅・福祉型住宅の整備や管理のあり方等につい

て議論が必要である。 

  

基本施策６ 活力とにぎわいのある駅周

辺のまちづくり 

１）活力とにぎわいのある駅周辺のまちづくり 

①吉祥寺駅周辺 

令和元（2019）年度に多様な主体による対話・

議論の下、吉祥寺グランドデザイン＊を改定した。

令和３（2021）年度には吉祥寺グランドデザイン

＊2020で示された将来ビジョンの実現に向け、Ｎ

ＥＸＴ-吉祥寺を改定し、吉祥寺駅周辺のまちづ

くりを進めている。様々な人が親しみ、集い、活

気と魅力があるまちであり続けるため、引き続き、

都立井の頭恩賜公園等の自然環境、回遊性や

界隈性を備えた商業地、閑静な住宅地等、これ

までに蓄積された資源を活用しながら、市民、

事業者等と連携してまちづくりに取り組む。 

セントラルエリアは、ハーモニカ横丁をはじめ

とした吉祥寺ならではの魅力を有しているが、

耐震性や老朽化の進行等の問題を抱えている。

区画道路の整備促進、附置義務駐車場や駐輪

場の適正配置、地区計画の策定による合理的

な土地利用等により建築物の建て替え促進を図

る必要がある。あわせて、築50年が経過したF＆

Fビルについて、今後の吉祥寺のまちづくりを見

据え、更新を視野に入れたあり方を検討する。 

パークエリアは、市の基本的な考え方や今後

の進め方を市民、事業者等に丁寧に説明したう

えで、対話の場を設け、合意形成を図りながら

一体となって武蔵野公会堂を含めたまちの将来

像を立案していく。また、パークロードにおける

歩行者とバスの輻輳や井ノ頭通りにバス乗場が

あることによる歩行環境の悪化等が課題である。

事業中の南口駅前広場の整備促進に加え、吉

祥寺大通りや周辺街区を含めた交通結節点の

あり方についても検討する。 

イーストエリアは、幅員の広い吉祥寺大通りや

鉄道により駅や隣接エリアからの連続性が乏し

いことから、人の流れを誘引する取組みが必要

である。そのため、今後は地域のニーズや政策

的に誘導すべき機能を明らかにし、イーストエリ

ア内に点在する市有地の活用や民間活力の導
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入等を検討する。 

ウエストエリアは、歩行者交通量が多い道路

に進入する自転車や自動車への対応や景観に

配慮した道路空間の整備等、住環境と商業環

境の調和に留意したまちづくりを多様な主体とと

もに進める。 

②三鷹駅周辺 

三鷹駅周辺は、三鷹駅北口街づくりビジョン＊

に位置付けられた「住む人、働く人が集い、心

地よく過ごす街」の実現のために、ワークショッ

プやオープンハウス、研究会を実施する等、地

域に関わる様々な主体と連携しながらまちづくり

に取り組んできた。補助幹線道路＊の整備を契

機とした交通環境の変化を見据え、様々な主体

の意見を踏まえながら三鷹駅北口交通環境基

本方針を策定するとともに、土地利用や緑・にぎ

わいの街づくりの視点を含めた三鷹駅北口街づ

くりビジョン＊の改定を行う。あわせて駅前広場

の交通機能や滞留空間の充足については面的

な市街地再編も視野に入れ検討する。 

③武蔵境駅周辺 

武蔵境駅周辺は、「うるおい・ふれあい・にぎ

わい、これからのまち武蔵境」を定め、南北一体

のまちづくりに取り組むとともに、地元商店街や

各市民団体による「にぎわい」をコンセプトに、

魅力あるまちづくりに取り組んできた。これまで

駅周辺の都市基盤整備を進めてきたが、引き続

き、武蔵境駅北口の区画道路や天文台通り等

の駅周辺の道路整備に取り組むほか、地域が

主体となったまちのにぎわいづくりを継続的に

支援し、駅周辺エリアの魅力を向上させる取組

みを進める。
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（６） 行財政 

 

基本施策１ 市民参加と連携・協働の推

進 

１）自治基本条例＊に基づく市政運営 

令和２（2020）年４月に施行された武蔵野市自

治基本条例＊に基づき、市民等との熟議・熟慮

を重ね、住民投票条例制定に向けた検討を進

める。 

各分野において策定されている多くの個別計

画について統合や再編を検討し、市民に対して

より分かりやすい市政運営と事業執行への人的

第六期長期計画の施策の大綱（議決事項） 

１ 市民参加と連携・協働の推進 

高齢世代のほか、まちの将来の担い手として期待される若者、子育て世代、転入者等の市政や地

域への参加を促し、その活動を支援して、地域への愛着を高め、市民自治によるまちづくりの発展を

図る。 

より丁寧で効果的な市民参加手法を整え、市民・市民団体をはじめとする様々な主体との連携・協

働の取組みを推進していく。 

２ 効果的な広報・広聴の仕組みづくりとシティプロモーション＊ 

様々な手段を活用し、市民に確実に市政情報を届ける仕組みを構築するとともに、市民の多様な

ニーズ、地域が抱える課題等を的確に把握するため、広聴手段の充実を図る。 

また、住み続けたい・住みたい・訪れたいとの思いを高める本市への愛着の醸成に取り組み、来街

者も含めた広い対象に対してシティプロモーション＊を戦略的に進めていく。 

３ 公共施設等の再構築と市有地の有効活用 

個々の公共施設等の維持・更新にとどまらず、本市の将来像を見据えた総合的な視点で新たな価

値を創造する「再構築」の考え方を持って、武蔵野市公共施設等総合管理計画を基に取組みを推進

する。 

また、市有地を有効に活用し、市民サービスの拡充を図るとともに、持続可能な財政運営を行って

いくため、管理コストの節減と歳入の増加にも一体的に取り組む。 

４ 社会の変化に対応していく行財政運営 

経営力の強化と行財政改革を推進し、限られた経営資源を優先度の高い施策に積極的に配分し

ていく。ＩＣＴを積極的に活用し、市民サービスの質、業務の正確性・効率性の向上や、職員のワー

ク・ライフ・マネジメント＊の実践につなげていく。また、市政運営上の様々なリスクへの取組みをさらに

強化していく。 

財政援助出資団体＊の経営改革等を支援し、適切な評価と指導・監督を行っていく。 

５ 多様な人材の確保・育成と組織の活性化 

既存業務の効率化と再構築を進めるとともに、職員の資質と能力を伸ばし、多様性を最大限に生

かして、組織力の向上を図るため、先進的な行政に資する有為で多様な人材の確保・育成の強化

と、各職員が十分に力を発揮できる環境づくりや人事・給与制度の改善に取り組む。 
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資源の配分を図る。 

２）市民参加の充実と情報共有の推進 

若い世代をターゲットに市政への関心・愛着・

主体意識を高める工夫を行うとともに、市民参加

の機会を広げるため、ICT技術を活用した手法

を検討する。また、市民同士の活発な議論を進

めるため、市民ファシリテーター＊の確保と養成

を行う。 

３）様々な主体との連携・協働の推進 

 公共課題の多様化と量的拡大に対応するた

め、市民・市民団体の主体性を生かした連携・

協働のさらなる充実のほか、財政援助出資団体

＊や民間企業・大学等の強みを生かした公民連

携の積極的な活用を検討する。 

市職員が地域に出向く機会を創出し、職員の

対話力・調整力の向上を図り、市民との信頼関

係及び相互理解を深めることで、地域との連携・

協働を推進する。 

 

基本施策２ 効果的な広報・広聴の仕組

みづくりとシティプロモーション＊ 

１）「伝える」「伝わる」情報提供の推進 

市民のライフスタイルの多様化やICTの発展

を踏まえ、市民に対して分かりやすく、適切な方

法でより親しみやすい情報提供を行う広報の取

組みを検討する。また、情報の受け手である市

民が自ら必要な情報を入手し、活用できる取組

みを推進する。 

２) 広聴の充実と広聴・広報の連携の推進 

政策評価で重要な指標となる「市民意識調査」

＊の実施手法等の拡充を検討する。「市政アン

ケート」＊については、あり方も含めて再考する。

このほか、「市民と市長のふれあいトーク」等の

各種広聴手段の充実を図るとともに、把握した

市民ニーズ等の全庁的な共有と施策への反映

を行うため、ICTも活用した効果的な広聴・広報

を検討する。 

３）武蔵野市らしさの追求とシティプロモーショ

ン＊の推進 

市内外に対して市の政策や事業、魅力を積

極的に発信し、都市ブランド（まちの認知度・信

頼度）を向上させ、市民が市や地域に対して愛

着と誇りを感じることができる取組みを推進する。 

 

基本施策３ 公共施設等の再構築と市有

地の有効活用 

１）公共施設等の計画的な維持・更新 

第２期武蔵野市公共施設等総合管理計画に

基づき、まちの魅力や都市文化を醸成する重要

な要素として、市全体の将来像を見据え、公共

施設や都市基盤施設を更新していく。 

令和４（2022）年１月に策定した武蔵野市公共

施設保全改修計画を踏まえ、より効率的な施設

の保全改修を進めるとともに、民間ノウハウを活

用した包括的な施設管理について研究する。 

２）市有地の有効活用 

将来的に利活用が見込める未利用市有地は、

まちの魅力向上や市民サービスの拡充に役立

てるよう、公民連携も視野にさらなる取組みを進

める。今後も利活用が見込めない土地は、適時

適切に売払いを進めることで歳入の確保につな

げる。令和４（2022）年度に登録有形文化財に

登録された「旧赤星鉄馬邸」の利活用の検討を

進めるとともに、貴重な緑を将来世代につなぐ

ため、都市公園＊の設置を目指す。 

PPPガイドライン＊に沿って検討を進めてきた

吉祥寺東町１丁目市有地利活用事業を通して

得られた経験や武蔵境市有地貸付け事業の効

果を踏まえ、本市における公民連携のあり方を

整理し、国の示す優先的検討規程を踏まえた

PPPガイドライン＊の改定を行うとともに、民間活

力の活用についてさらなる取組みを進める。 



                      

44 

基本施策４ 社会の変化に対応していく

行財政運営 

１）コロナの状況を見据えた施策のあり方 

新型コロナウイルス感染症の影響による人の

移動、行動、暮らし方への変化を捉えたうえで、

社会の変化に応じた今後の施策のあり方につ

いて方向性を示す。 

人口推計の結果も踏まえ、コロナ禍において

も公共施設サービスなど限りある社会資源を有

効活用するため、市民と市民以外の人へのサ

ービス提供のあり方を検討する。 

２）経営資源を最大限活用するための仕組みの

構築 

令和３（2021）年度にまとめた新たな行政評価

制度（案）については、第七期長期計画策定を

見据えて、第六期長期計画・調整計画の策定に

あたり試行的に実施する。また、令和２（2020）年

度に構築した新たな事務事業見直しの仕組み

と予算編成・業務改善との連動をさらに強める。 

３）健全な財政運営を維持するための体制強化 

物価高騰などの影響により今後投資的経費＊

をはじめとした事業経費の増大が見込まれる。

同時に、将来に向けた必要な投資については

積極的に行っていく。これらの中でも、健全財政

を維持していくため、事務事業や補助金の見直

しなど経常的な事業経費の節減に向けた具体

的な取組みを検討する。また、財政計画の参考

資料として作成している財政シミュレーションの

効果的なあり方について、持続可能な財政運営

に向けて議論する。 

また、社会情勢の変化に対応した選択ができ

るよう、様々な事業手法に応じた発注方法を検

討するとともに、計画的な工事の発注や適切な

工期設定等を推進する。 

 

４）ＩＣＴの活用による市民サービスと業務生産

性の向上 

職員のワーク・ライフ・マネジメント＊を支援し

つつ、質の高い市民サービスを提供するため、

また社会・経済の変化に対応していくため、令

和４（2022）年２月に定めた武蔵野市自治体DX

＊に関する全体方針に基づき、行政サービスの

利便性向上、業務生産性の向上、情報セキュリ

ティ対策の強化等、全庁横断的なDX＊推進に

取り組む。あわせて、新たな行政サービスにつ

いても研究する。 

５）リスク管理能力・危機対応力の強化 

市政運営におけるリスクの早期発見と発生防

止のため、各種点検等の内容や方法を適宜見

直し、リスク管理の一層の強化を図る。 

地方自治法の改正により、努力義務化された

内部統制＊制度の導入については、本市にお

いて従前から行っているリスクマネジメントの取

組みとの関係を踏まえ検討する。 

６）行政サービスにおける受益と負担の適正化 

受益と負担の公平性を維持するために引き

続き定期的な手数料・使用料の見直しを行う。

今後の見直しに向けて、利用者が負担すべき

負担の範囲や第三者の意見聴取の方法など見

直しの手法を検討する。 

武蔵野市国民健康保険財政健全化計画に基

づき、決算補填等を目的とする法定外一般会計

繰入金の段階的解消・削減を進める。 

７）財政援助出資団体＊の経営改革等の支援、

指定管理者制度の効果的な運用 

財政援助出資団体＊を巡る経営環境の変化

を踏まえ、引き続き経営改革を支援しながら市と

財政援助出資団体＊の連携・協働を推進するた

め、「財政援助出資団体＊に対する指導監督の

基本方針」を改定する。公の施設については、
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次期指定管理者の選定を踏まえ、引き続き指定

管理者制度の効果的な運用を検討する。 

８）新たなニーズに応える組織のあり方の検討 

市民ニーズの多様化・複雑化に伴う分野を超

えた地域課題の解決に向け、各部・課の既存の

事務分掌ではおさまらない分野横断的な事業

を進めるための組織のあり方や運営方針、人材

育成について議論する。 

 

基本施策５ 多様な人材の確保・育成と

組織の活性化 

１）課題に的確に対応できる人材の確保と育成

の強化 

近時の一般技術職の採用の厳しさを踏まえ、

庁内ワーキングやインターンシップの活用等、

採用を支援する全庁的な体制を構築し、本市の

魅力を発信するとともに、多様な採用手法を研

究する。 

変化の速い時代に柔軟に対応していけるよう、

自治体、民間企業及び調査研究機関等との交

流や派遣研修の充実を図るとともに、DX＊推進

のための人材育成の取組みを強化する。加え

て、副業と兼業の進展にともない専門的な知見、

技術を有する市民を活用した人材確保につい

て研究する。 

また、一般技術職及び専門職については、高

度な専門性を維持していくため、あり方や人材

確保の方策を定期的に検証するとともに、効果

的な能力開発の仕組みを検討するなど、人材

育成を着実に進める。 

適切な人材の配置や可視化を効率よく実施

できる人事評価システムの導入を検討し、人事

評価の本来の趣旨である人材育成につなげる。 

２）組織活性化に向けたダイバーシティ＊推進と

ワーク・ライフ・マネジメント＊支援 

労働・生活をめぐる環境の多様化を踏まえ、

職員が心身ともに健康に働き続けられるよう、業

務負荷の職員間での平準化、超過勤務削減に

向けた取組みや有給休暇取得の促進、メンタル

ヘルスの取組みを強化する。障害者の任用も含

め、職員の働きやすい環境づくりも引き続き推

進する。 

定年延長制度＊の実施を踏まえ、管理職層を

中心に人を生かす組織マネジメントについて学

ぶ機会を増やすとともに、対象職員のさらなるモ

チベーションの向上を図りながら、培ってきた知

見を生かす職務のあり方を検討する。 
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討議要綱作成にあたっての参考資料等 

 

本討議要綱の作成にあたり、策定委員会で議論の参考とした主な資料・報告書等は次のとおりである。 

 

  

参 考 
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《武蔵野市自治基本条例》 

令和２年３月24日条例第２号 

武蔵野市自治基本条例 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 市民、議会及び市長等の役割等（第４条―第８条） 

第３章 参加と協働 

第１節 情報共有（第９条―第13条） 

第２節 市民参加（第14条・第15条） 

第３節 協働（第16条） 

第４節 コミュニティ（第17条・第18条） 

第５節 住民投票（第19条） 

第４章 議会の会議（第20条） 

第５章 議会と市長等との関係（第21条・第22条） 

第６章 行政の政策活動の原則（第23条―第29条） 

第７章 国及び東京都との関係（第30条） 

第８章 広域的な連携及び協力（第31条） 

第９章 平和及び国際交流（第32条） 

付則 

 

武蔵野市は、江戸時代に計画的な開拓が行われ、明治時代に交通網が発達してきたことなどによ

り、郊外の住宅都市として発展してきた。その歴史のなかで、第二次世界大戦時には、市内に開設さ

れた軍需工場が空襲の標的となり、大きな被害を受けた。このことは、今も平和を希求する様々な

取組につながっている。 

市政においては、「武蔵野市方式」と呼ばれる市民参加、議員参加、職員参加による基本構想・長

期計画の策定をはじめとして、急速な宅地化から緑を守る取組としての武蔵野市民緑の憲章の策定、

武蔵野市の市民参加の基盤となった自主参加、自主企画、自主運営のコミュニティづくり、住宅地

におけるクリーンセンターの建設や運営など、市民参加のもと、市民、議会及び行政が一体となっ

て様々な公共的課題の解決を図ってきた。 

また、法令を補う独自の条例の制定や要綱による行政指導の展開、全国に先駆けてのコミュニテ

ィバスの導入など、常に市民の意思を施策に反映し、市民の人権を守る先駆的な取組を行ってきた。 

今後も、地方分権改革の進展などに伴い、市民にとって最も身近な基礎自治体として、自主的か

つ自立的に公共的課題を解決し、地域の実情に即して市政を推進していくことがより一層求められ

る。 

このような現状に鑑み、恒久平和の実現を目指し、子どもをはじめ全ての年代の市民一人ひとり

の人権を尊重するとともに、先人たちが築き上げてきた市民自治及び市民参加の取組を将来にわた

って推進していくためには、市政運営のよりどころとなる「基本的な自治の原則」を明らかにする

参考資料１ 
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必要がある。 

ここに、武蔵野市の市民自治及び市政運営についてその基本原則を明らかにするとともに、これ

を総合的かつ一体的に推進するため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、武蔵野市における市民自治及び市政運営に関する基本的な事項を定めるとと

もに、市民、市議会（以下「議会」という。）及び市長等の役割等を明らかにすることにより、

市民自治の一層の推進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 市民 武蔵野市の区域内（以下「市内」という。）に住所を有する者、市内に存する学校に在

籍する者、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び市内に存する事務所又は事業所にお

いて事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。 

(２) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資

産評価審査委員会をいう。 

(３) 市 議会及び市長等をいう。 

（基本原則） 

第３条 市民自治の推進は、市が、市政に関する情報（以下この条において「市政情報」という。）

を適時に、かつ、適切な方法により、市民に対して分かりやすく提供するよう努めることにより、

市と市民とが市政情報を共有することができるようにすることを旨として行われるものとする。 

２ 市民自治の推進は、市が、市民の市政に参加する権利を保障するとともに、市政情報の共有を

通じて、市民が市政に参加する機会を保障することを旨として行われるものとする。 

３ 市民自治の推進は、市民、市議会議員（以下「議員」という。）、市長等及び市職員（以下「職

員」という。）のみならず武蔵野市に関わる様々な主体が、市政情報を共有して市政に参加し、

協働して公共的課題の解決を図ることを旨として行われるものとする。 

４ 市長は、市民、議員及び職員の参加のもとに、市政に関する長期的かつ基本的な計画を策定す

ることにより、武蔵野市の目指すべき将来像を明らかにするとともに、政策資源の有効活用を図

り、もって総合的かつ計画的に市政を運営するものとする。 

第２章 市民、議会及び市長等の役割等 

（市民の役割） 

第４条 市民は、自らが自治の主体であり、かつ、民主主義の担い手であることを自覚して行動す

るよう努めるものとする。 

２ 市民は、現在及び将来の市民に配慮するとともに、持続可能な社会の実現に向けて行動するよ

う努めるものとする。 

３ 市民は、互いにその自由、人権及び人格を尊重するものとする。 

（議会の責務） 
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第５条 議会は、武蔵野市における自治の発展に寄与するよう努めなければならない。 

２ 議会は、市民の意思を市政に反映させるよう努めるものとする。 

３ 議会は、総合的かつ計画的な市政運営が行われているかどうか及び市民の意思が市政に適切に

反映されているかどうかについて、市長等の事務の執行状況の監視及び評価をするとともに、自

らも政策の立案、提言等を行うものとする。 

４ 議会は、市民参加の前提となる情報共有を図るため、何人に対しても開かれた議会の運営に努

めなければならない。 

（議員の役割） 

第６条 議員は、市民の意思を市政に反映させるため、公共的課題及び市民の意見の把握に努める

ものとする。 

２ 議員は、一部の市民の利益ではなく、市民全体の利益を追求するものとする。 

３ 議員は、市民の多様な意見を代表して、その信託に応えるものとする。 

（市長等の責務） 

第７条 市長は、武蔵野市の代表者として、市政を総合的に調整し、公正かつ誠実に運営しなけれ

ばならない。 

２ 市長等は、職員を育成し、及び職場環境を整備することにより市民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上を図り、もって武蔵野市に対する市民の満足度を向上させるよう努めな

ければならない。 

３ 市長等は、その保有する情報を分かりやすく提供するよう努めることにより、市民との情報共

有を図らなければならない。 

４ 市長等は、市民の意見を把握し、市政に適切に反映させるよう努めるものとする。 

（職員の責務） 

第８条 職員は、市長、議長その他の任命権者の監督のもとに、法令を遵守し、誠実に、公正に及び

能率的に職務を遂行しなければならない。 

２ 職員は、自らが自治の担い手であることを自覚するとともに、市民の信頼に応え、様々な公共

的課題に対して、市民全体の利益を確保する観点から職務を遂行するよう努めなければならない。 

３ 職員は、災害等の緊急時においては、市民及び関係機関と協力して市民の安全確保に努めなけ

ればならない。 

第３章 参加と協働 

第１節 情報共有 

（知る権利の保障） 

第９条 市は、市民の市政への参加を促進するため、市民の知る権利について保障するものとする。 

（情報公開） 

第10条 市は、市民の市政への参加を促進するため、市政に関する情報を適時に、かつ、適切な方法

で公開するとともに、市民に対して分かりやすく提供するよう努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、情報公開について必要な事項は、別に条例で定める。 

（会議の公開） 

第11条 市長等は、自らが主催する会議（当該会議における配布資料及び会議録を含む。）について
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は、これを公開する。ただし、当該会議の性質上、非公開とすべき正当な理由があると認めると

きは、この限りでない。 

（説明責任） 

第12条 市は、政策形成の過程を明らかにするとともに、政策、施策、事務事業等（以下「政策等」

という。）の立案、決定、実施及び評価の各段階において、その内容について市民に対して分か

りやすく説明するよう努めなければならない。 

（個人情報の保護） 

第13条 市は、個人の権利及び利益を保護するため、個人情報の保護について必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定める。 

第２節 市民参加 

（市民参加の権利及び機会の保障） 

第14条 市は、市民の市政に参加する権利及び市民が市政に参加する機会を保障するものとする。 

（市民参加の手続等） 

第15条 市長等は、政策等の立案及び決定の段階において、その内容及び性質に応じ、適時に、か

つ、適切な方法（アンケートの実施、意見交換会、ワークショップ等の開催、検討委員会等にお

ける市民委員の公募、パブリックコメント手続（政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじ

め公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めることをい

う。以下同じ。）の実施その他の方法をいう。）により、市民参加の機会を設けるよう努めなけ

ればならない。 

２ 市長等は、次に掲げる場合においては、原則として、意見交換会を開催するとともに、パブリッ

クコメント手続を実施するものとする。 

(１) 第23条第１項の武蔵野市長期計画その他の武蔵野市の重要な計画を策定しようとする場合 

(２) この条例その他の市政運営全般に関わる条例の制定又は改廃の議案を議会へ提出しようとす

る場合 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市民生活に重大な影響を及ぼすおそれがあると市長等が認める

政策等を決定しようとする場合 

３ 市長等は、前項各号に掲げる場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、意見交

換会の開催及びパブリックコメント手続の実施をしないことができる。この場合において、市長

等は、その理由を明らかにしなければならない。 

(１) 緊急に政策等を行う必要があるとき。 

(２) 金銭の徴収又は給付に関する政策等を行うとき。 

(３) 法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他軽微な変更を行うとき。 

(４) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項の規定による条例の制定又は改廃の請求が

あったとき。 

４ 前３項に定めるもののほか、意見交換会の開催及びパブリックコメント手続の実施について必

要な事項は、別に規則で定める。 

第３節 協働 
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第16条 市は、武蔵野市に関わる多様な主体が目的を共有し、適切な役割分担及び相互の協力のも

と、それぞれの特性を最大限に発揮し、かつ、相乗効果を発揮しながら公共的課題の解決を図る

取組である協働を推進するものとする。 

２ 前項の主体は、それぞれの自主性及び主体性を尊重するとともに、対等な立場にあることを自

覚し、協働に取り組むものとする。 

第４節 コミュニティ 

（コミュニティの位置付け） 

第17条 コミュニティとは、市民相互の対話、意見の交流及び連帯を生み出し、市民自治を築いて

いくための市民生活の基礎単位となるものをいう。 

（コミュニティづくりの支援等） 

第18条 市は、コミュニティづくりにおける市民の自主性及び主体性を最大限に尊重しなければな

らない。 

２ 市は、コミュニティづくりにおける必要な支援を行うものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、コミュニティについて必要な事項は、別に条例で定める。 

第５節 住民投票 

第19条 市長は、地方自治法第７条第１項の規定による廃置分合又は境界変更の申請を行おうとす

るときは、住民投票を実施しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、市政に関する重要事項（別に条例で定めるものを除く。）に

ついて、武蔵野市に住所を有する18歳以上の者のうち、別に条例で定めるものの一定数以上から

請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。 

３ 市は、別に条例で定めるところにより成立した住民投票の結果を尊重するものとする。 

４ 市長は、住民投票の成立又は不成立にかかわらず、その結果を公表するものとする。 

５ 前各項に定めるもののほか、住民投票について必要な事項は、別に条例で定める。 

第４章 議会の会議 

第20条 議会は地方自治法第102条の規定に基づき定例会及び臨時会とし、定例会の回数は毎年４回

とする。 

２ 定例会の招集の時期は、別に規則で定める。 

第５章 議会と市長等との関係 

（審議等の基本原則） 

第21条 議会と市長等とは、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにし、合意形成に向けて審

議を尽くすよう努めなければならない。 

２ 市長等は、市政運営について議会との情報共有を図るため、議会に対して、適切で分かりやす

い資料を提供し、説明し、又は報告をするよう努めるものとする。 

３ 前項の場合において、市長等は、必要に応じて議会に行政報告（市長等が本会議又は常任委員

会、議会運営委員会若しくは特別委員会（次条において「委員会等」という。）において行う政

策等の内容、進行状況等に関する報告をいう。）を行うよう努めるものとする。 

（委員会等への市長等の出席） 

第22条 市長、副市長、教育長その他関係職員は、委員会等における審査に際して議会から求めが
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あったときは、原則として出席するものとする。 

第６章 行政の政策活動の原則 

（長期計画の策定等） 

第23条 市長は、武蔵野市の目指すべき将来像を明らかにするとともに、政策資源の有効活用を図

り、もって総合的かつ計画的に市政を運営するため、武蔵野市長期計画（以下「長期計画」とい

う。）を策定するものとする。 

２ 市長は、長期計画の策定又は見直しにあたっては、市民、議員及び職員の多様な参加の機会を

確保しなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、長期計画について必要な事項は、別に条例で定める。 

（健全な市政運営等） 

第24条 市は、市民の福祉の向上のため、市政の運営にあたっては、自らの責任において主体的に

判断するとともに、行使できる権限を積極的に活用していくものとする。 

２ 市は、限られた財源を有効に活用し、効率的で、かつ、実効性の高い市政を運営するため、その

財政の健全な運営に努めなければならない。 

（行政手続） 

第25条 市長等は、市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民の権利及び

利益を保護するため、処分、行政指導等を行う場合には、適正な行政手続を経なければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、行政手続について必要な事項は、別に条例で定める。 

（文書管理） 

第26条 市は、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明できるようにするため、文書（図画、写真、

フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られた記録をいう。）を含む。次項において同じ。）を作成し、これを適正に管

理しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、文書の管理について必要な事項は、別に条例又は規則で定める。 

（政策法務の推進） 

第27条 市は、法に基づいて行政を行うとともに、法を政策実現のための手段としてとらえ、主体

的に法令を解釈し、若しくは運用し、又は武蔵野市の特性に応じた条例を制定することにより、

公共的課題の有効かつ適切な解決を図るものとする。 

（行政評価） 

第28条 市長等は、持続可能な市政運営の実現に向けて、限られた政策資源を最大限に活用するた

め、政策等について、必要性、効率性又は有効性の観点から、適時に、かつ、合理的な手法によ

り評価を行うとともに、その結果を政策等に適切に反映させるよう努めなければならない。 

（財政援助出資団体） 

第29条 市長等は、財政援助出資団体（武蔵野市が出資等を行い、その業務が市政と極めて密接な

関連を有している団体及び武蔵野市が継続的に財政支出を行っている団体のうち特に指導監督等

を要するものをいう。）の設立の趣旨を最大限に生かしていくため、当該財政援助出資団体への

適切な指導及び監督を行うものとする。 

第７章 国及び東京都との関係 
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第30条 市は、市民にとって最も身近な基礎自治体として、地域における行政を自主的かつ総合的

に行う役割を広く担うものであることを自覚し、国及び東京都との関係において武蔵野市が分担

すべき役割を明確化し、並びに国及び東京都と対等な立場で連携及び協力を図るものとする。 

第８章 広域的な連携及び協力 

第31条 市は、各地域が相互に補完し、及び発展することを目指し、友好都市及び近隣の市区町村

等との連携及び協力を行うものとする。 

２ 市は、災害が広域的に影響を及ぼすものであることに鑑み、災害時に友好都市及び近隣の市区

町村等の地域間で相互に協力及び支援を行うよう努めるものとする。 

第９章 平和及び国際交流 

第32条 市は、世界連邦宣言及び非核都市宣言の理念に基づき、戦争の悲惨さ及び平和の尊さを次

世代に語り継いでいくとともに、恒久平和の実現を目指した活動を展開することにより、国際社

会との交流及び連携並びに世界の人々との相互理解を推進するよう努めなければならない。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第19条の規定は、別に条例で定める日か

ら施行する。 

（武蔵野市議会定例会の回数に関する条例の廃止） 

２ 武蔵野市議会定例会の回数に関する条例（昭和31年９月武蔵野市条例第14号）は、廃止する。 

（武蔵野市長期計画条例の一部改正） 

３ 武蔵野市長期計画条例（平成23年12月武蔵野市条例第28号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
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《武蔵野市長期計画条例》 

平成23年12月13日条例第28号 

武蔵野市長期計画条例 

（目的） 

第１条 この条例は、武蔵野市（以下「市」という。）が市政に関する長期的かつ基本的な計画を策

定することにより、市の目指すべき将来像を明らかにするとともに政策資源の有効活用を図り、

もって総合的かつ計画的な市政運営を推進することを目的とする。 

（長期計画） 

第２条 市長は、前条の目的を達成するため、武蔵野市長期計画（以下「長期計画」という。）を策

定するものとする。 

２ 長期計画は、市政運営の基本理念、当該計画期間に実施すべき政策、財政の見通し等を定める

ものとする。 

３ 長期計画は、10年を１期として定め、当該計画期間の前期５年を実行計画とし、後期５年を展

望計画とする。 

４ 市が実施する政策は、すべて長期計画にその根拠がなければならない。ただし、速やかな対応

が特に必要と認められるものは、この限りでない。 

（実行計画の見直し） 

第３条 市長は、市長選挙が行われたとき又は市政をめぐる情勢に大きな変化があったときは、実

行計画の見直しを行い、新たな実行計画を策定するものとする。 

（市民等の参加） 

第４条 市長は、長期計画の策定又は前条の規定による策定（以下「長期計画等の策定」という。）

を行うときは、市民、市議会議員及び市職員が参加する機会を確保しなければならない。 

２ 市長は、長期計画等の策定を行うときは、策定委員会を設置するものとする。 

（議決） 

第５条 市長は、長期計画の策定を行うときは、長期計画のうち市政運営の基本理念及び施策の大

綱について、市議会の議決を経なければならない。 

（市長の責務） 

第６条 市長は、長期計画に定められた政策の着実な実施及びその状況の管理を行わなければなら

ない。 

（他の計画との関係） 

第７条 市長その他の執行機関が分野別又は事業別の計画を策定し、又は変更しようとするときは、

長期計画との整合性を保つよう努めなければならない。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の規定は、この条例の施行の日以後の日を始期とする長期計画について適用する。 

参考資料２ 
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《各分野における個別計画》 

分野ごとに課題に応じて個別計画を策定し、計画に基づく行政運営を行っている。多くの計画では、

策定にあたって専門的知見を有する学識経験者等や、関係団体に所属する市民、そして公募市民が

関わり、またパブリックコメントを受け付けるなど多くの市民意見が反映されており、これらの計画により

計画体系が構築されている。長期計画策定にあたっては、市民参加によって策定された個別計画（現

在改定中の計画に寄せられた意見も含む）との整合を図っている。 

【個別計画一覧】                     ※令和４（2022）年９月１日時点 

１ 健康・福祉  
・武蔵野市第３期健康福祉総合計画 

・武蔵野市第５期地域福祉計画 

・武蔵野市成年後見制度利用促進基本計画 

・武蔵野市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画  

・武蔵野市障害者計画・第６期障害福祉計画 

・武蔵野市第４期健康推進計画 

・武蔵野市食育推進計画 

・武蔵野市自殺総合対策計画 

・武蔵野市国民健康保険データヘルス計画・第３期武

蔵野市特定健康診査等実施計画 

 

２ 子ども・教育 
・第五次子どもプラン武蔵野 

・第三期武蔵野市学校教育計画 

・武蔵野市学校施設整備基本計画 

 

３ 平和・文化・市民生活 
・第二期武蔵野市産業振興計画 

・第二期武蔵野市観光推進計画 

・武蔵野市農業振興基本計画＜令和３（2021）年度改定版＞  

・第二期武蔵野市市民活動促進基本計画 

・武蔵野市第四次男女平等推進計画 

・武蔵野市文化振興基本方針 

・武蔵野市コミュニティセンター整備計画 

・武蔵野市文化施設整備計画 

・武蔵野市生活安全計画 

・武蔵野市国民保護計画 

・武蔵野市地域防災計画（平成 27年修正） 

・武蔵野市耐震改修促進計画（第２回改定版） 

・第二期武蔵野市生涯学習計画 

・第二期武蔵野市スポーツ推進計画 

・第２期武蔵野市図書館基本計画 

・第２次武蔵野市子ども読書活動推進計画 

 

４ 緑・環境 
・第五期武蔵野市環境基本計画 

・武蔵野市地球温暖化対策実行計画 2021 

（事務事業編）2022改定版 

・武蔵野市地球温暖化対策実行計画 2021（区域施策

編）2022改定版 

・武蔵野市生物多様性基本方針 
・武蔵野市一般廃棄物処理基本計画 

・武蔵野市分別収集計画（第９期） 

・武蔵野市緑の基本計画 2019 

・仙川リメイク 武蔵野市仙川水辺環境整備基本計画 

・仙川水辺環境整備基本計画（仙川リメイク）の評価

と今後の方向性について 

・千川上水整備基本計画 

・公園・緑地リニューアル計画 2020 

 

５ 都市基盤 
・武蔵野市都市計画マスタープラン 2021 

・武蔵野市バリアフリー基本構想 2022 

・三鷹駅北口街づくりビジョン 

・武蔵野市景観ガイドライン 

・武蔵野市国土強靭化地域計画 

・吉祥寺グランドデザイン 2020 

・ＮＥＸＴ吉祥寺 2021 

・武蔵野市自転車等総合計画 

・第 11次武蔵野市交通安全計画 

・武蔵野市地域公共交通網形成計画 

・武蔵野市自転車走行環境づくり推進計画 

・武蔵野市第四次住宅マスタープラン 

・武蔵野市公営住宅等長寿命化計画 

・武蔵野市道路総合管理計画 

・武蔵野市バリアフリー道路特定事業計画 

・景観整備路線事業計画(第２次) 

・御殿山通り（武蔵野都市計画道路 7・6・1 号線）整備基本計画 

・武蔵野市橋りょう長寿命化計画 

・武蔵野市下水道総合計画（2018） 

・武蔵野市下水道ストックマネジメント計画 

 

６ 行財政 
・第六次武蔵野市行財政改革を推進するための基本方針 

・武蔵野市行財政改革アクションプラン（令和３～６年度）  

・第２期武蔵野市公共施設等総合管理計画 

・武蔵野市公共施設保全改修計画 

・武蔵野市人材育成基本方針 

・第８次職員定数適正化計画 

・武蔵野市特定事業主行動計画 

・職員研修計画 

・第１期武蔵野市国民健康保険財政健全化計画 

（令和３年度改定版） 

・武蔵野市第六次総合情報化基本計画 

・武蔵野市自治体 DXに関する全体方針 

参考資料３ 
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《第六期長期計画・調整計画市民会議》 

第六期長期計画・調整計画策定に向け、多様な市民参加の手法の１つとして、市民会議を設

置した。応募いただいた 18名全員に委員として参加していただき、調整計画策定において議論

すべき課題や重点的に取り組んでいくべき事項等について、市民感覚で議論した。全４回の会

議では、第六期長期計画の各分野に関して「現状と課題」や「必要な取組み」についてのグル

ープ討議や分野を横断した市政全般に関する全体討議も行われた。各委員からの多様な意見は、

報告書としてまとめ、市長に報告されるとともに、策定委員会での議論の参考とした。 

 報告書の主な内容は以下のとおり。全文は市ホームページに掲載している。  【市 HP】 

https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogoseisakub

u_shisaku_keikaku/chokikeikaku/6th_choki_chosei_keikaku_sakutei/shiminka

igi_r406_07/index.html 
 

１ 概 要 

回 日程 内容 

１ ６月 13日（月） 「市政全体について、いま思うこと」 

２ ６月 26日（日） グループ討議（1）健康・福祉（2）子ども・教育（3）行財政 

３ ７月３日（日） グループ討議（1）平和・文化・市民生活（2）緑・環境（3）都市基盤 

４ ７月 22日（金） 「分野横断的な課題とそれに対する取組み」 

 

２ 主な意見 
 

 

 

分野 課題 取組み 
討議要綱 

関連ページ 

健康・福祉 
かかりつけ医が市外にいる方もい

る。近隣自治体との連携が必要。 

クリニック側が患者を把握するよう

な制度を構築するとともに、近隣自

治体と連携した広域的な福祉体制を

検討する。 

20ページ 

子ども・教育 

学童・あそべえが足りていない。 

学童クラブの受入れを６年生まで

にすることが子育て支援になるの

ではないか。 

民間学童クラブの誘致を行ってい

く。 
24ページ 

平和・文化・

市民生活 

農地がうまく活用できていない。

市内農地の減少が懸念。 

輸送手段を行政がコーディネート

し、市内農業の地産地消を進める。

生産緑地に係る税金の補助等、農地

確保に努める。利用者のコミュニケ

ーションが促進される場づくり。 

31～32ページ 

参考資料４ 

https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogoseisakubu_shisaku_keikaku/chokikeikaku/6th_choki_chosei_keikaku_sakutei/shiminkaigi_r406_07/index.html
https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogoseisakubu_shisaku_keikaku/chokikeikaku/6th_choki_chosei_keikaku_sakutei/shiminkaigi_r406_07/index.html
https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogoseisakubu_shisaku_keikaku/chokikeikaku/6th_choki_chosei_keikaku_sakutei/shiminkaigi_r406_07/index.html
https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogoseisakubu_shisaku_keikaku/chokikeikaku/6th_choki_chosei_keikaku_sakutei/shiminkaigi_r406_07/index.html
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３ 当日の様子 

  

分野 課題 取組み 
討議要綱 

関連ページ 

緑・環境 

民有地の緑が減少傾向にあ

る。民有地の緑の管理が行き

届かず、通学路等に危険が生

じている。 

「人材バンク」をつくり、地域での支

え合いの仕組みで緑の保全につなげ

る。特定の場所に緑を集める。 

34～35ページ 

都市基盤 
歩道や通学路を通る自転車

のマナーが悪い。 

全年齢的な自転車安全指導を行うと

ともに、自転車マナーの取締まりを強

化する。 

39ページ 

行財政 

市政に興味関心がない方へ

の情報発信ができていない。

また、ホームページも関連情

報のリンクが乏しく検索し

にくい。 

市ホームページにて「本日決定したこ

と」を１行ニュースのように表示さ

せ、そこに関連リンクを貼付する。 

43ページ 
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《第六期長期計画・調整計画市民ワークショップ》 

第六期長期計画開始以降に生じた様々な社会情勢の変化を踏まえた市民意見を聴取するため、令

和４（2022）年５月、８月に市民ワークショップを実施した。市民ワークショップは、普段市政に参

加する機会があまりない市民から広く意見をいただくことを目的に無作為（ランダム）抽出によっ

て参加者を募集するとともに、コロナ禍において広く参加の機会を確保するため、オンラインでも

実施した。 

各ワークショップの主な内容は、以下のとおり。全文は市ホームページに掲載している。   【市 HP】 

https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogoseisakubu_shisak

u_keikaku/chokikeikaku/6th_choki_chosei_keikaku_sakutei/workshop/index.html 

 

１ 概  要 

日程 会場 参加者 当日の流れ 

５月 22日（日） 
オンライン

(ZOOM) 
26名 

(1)ワークショップ及び計画策定の流れを説明 

(2)グループワーク 

①この２年間の生活でどんな変化があったか。 

その変化は良い変化か、悪い変化か。 

②悪い変化を良い変化にするにはどうしたらよいか。 

③良い変化をさらに良くするにはどうしたらよいか。 

(3)全体共有 

５月 29日（日） 
オンライン

(ZOOM) 
26名 

８月６日(土) 
武蔵野スイン

グホール 
17名 

対象者：住民基本台帳から無作為（ランダム）抽出した18歳以上の市民1,500名のうち参加を希望された方 

  ※８月の市民ワークショップは、無作為（ランダム）抽出に加え、公募にて参加者を募集 

その他：全体進行及び各グループでの進行は、市民ファシリテーターが実施 

 

２ 主な意見 

 

変化 良くするためには 
討議要綱 

関連ページ 

オンライン会議やイベン

トの機会が増加 

苦手な人へのフォローアップ／病気や介護など様々

な制約のある方が参加できるようオンライン普及の

継続 

43ページ 

44ページ 

自分時間の増加 
図書館や体育施設などの設備やメニューの充実／イ

ベントや施設情報などの積極的な広報 

30～31ページ 

43ページ 

昔からある老舗の閉店 

武蔵野市テイクアウト食祭りなどのイベント実施／

クラウドファンディングなど地元店舗を応援する仕

組みを構築 

31ページ 

農地の宅地化よる緑の減

少 

税金の軽減や支援金の充実／緑を維持している事業

者へのインセンティブの確立 

31～32ページ 

34～35ページ 

参考資料５ 

https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogoseisakubu_shisaku_keikaku/chokikeikaku/6th_choki_chosei_keikaku_sakutei/workshop/index.html
https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogoseisakubu_shisaku_keikaku/chokikeikaku/6th_choki_chosei_keikaku_sakutei/workshop/index.html
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３ 当日の様子 

  

変化 良くするためには 
討議要綱 

関連ページ 

コミュニケーションの機

会の減少 

オンライン等を活用した新たなコミュニティ創出／

会食や交流時のルール確立と周知 
29ページ 

外出機会の減少／運動不

足 

自宅でできる運動啓発動画を作成／市民から運動ア

イデアを募集し、体育館の SNS 等で情報発信 
30～31ページ 

自転車通行量の増加 
自転車レーンの整備／電柱の地中化／自転車に注力

した交通安全週間の実施 

37ページ 

38～39ページ 
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《第六期長期計画・調整計画むさしの未来ワークショップ》 

市の将来を担う中高生世代の意見を積極的に取り入れることを目的に、むさしの未来ワークショ

ップを実施した。ワークショップでは、参加者が未来（2050年）の市長になった設定で、未来の市

の状況や課題を把握し、将来世代の立場から現在の市長に直接政策提言を行った。 

参加者は、市内在住・在学の中高生世代（12～18 歳）の方で、市報や SNS、学校へのチラシ配架

により募集するとともに、中高生世代ワークショップ「Teensムサカツ」の参加者にも声掛けを行っ

た。参加者からの多様な意見は、報告書としてまとめ、策定委員会での議論の参考とした。 

報告書の主な内容は以下のとおり。全文は市ホームページに掲載している。 

https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogoseisakubu_shisaku_keikaku/chokikeikaku/6th_

choki_chosei_keikaku_sakutei/workshop_musashino_mirai/index.html 

１ 概  要 

日程 会場 参加者 当日の流れ 

７月 28日

(木) 

武蔵野スイ

ングホール 

18名 

 

(1)オリエンテーション・講義(未来の市の状況や課題等

説明) 

(2)グループワーク 

①2050年の未来市長が直面する課題の書き出し 

②2050年の未来市長からの政策提言の書き出し 

③松下市長への政策提言の発表と市長からのコメント 

  ※全体進行及び各グループでの進行は、特定非営利活動法人地域持続研究所（千葉大学研究グ 

ループ OPoSSum)と千葉大学の学生が実施 

 

２ 主な意見 

政策提言 市長コメント 
討議要綱 

関連ページ 

農業 食料自給率の低さが課

題であり外国人労働者や ICT

機器の活用が必要 

試行事業として「CO+LAB MUSASHINO」という市内

農業者と飲食店の連携事業を実施し、市内農産物

を使った地産地消の取組みを進めている。 

31ページ 

環境 余った食料や給食のご

みをエネルギーにする仕組

みが必要 

焼却熱を電力に変える取組みを行っている。民間

企業では、生ごみのたい肥化等様々な実験を実施

しているため注目してほしい。 

35ページ 

外国人 日本のルールを学べ

る機会や差別なく教育を受

ける体制整備が必要 

外国人を差別しないことは大切なこと。同じ住民

であり、一員であるという意識が大切である。 
28ページ 

福祉 子育て経験が豊富な高

齢者による保育所があると、

将来子どもが介護に興味を

持てるのではないか 

子どもが介護に興味を持つことは大事なこと。高

齢者による保育所を開設した場合、利用者から選

ばれるための工夫ができるとさらによい。 

19～20ページ 

24ページ 

 

参考資料６ 

【市 HP】 

https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogoseisakubu_shisaku_keikaku/chokikeikaku/6th_choki_chosei_keikaku_sakutei/workshop_musashino_mirai/index.html
https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogoseisakubu_shisaku_keikaku/chokikeikaku/6th_choki_chosei_keikaku_sakutei/workshop_musashino_mirai/index.html
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３ 当日の様子 

 

 

 

 

  

政策提言 市長コメント 
討議要綱 

関連ページ 

災害 発災時に拠点となる施

設（防災トイレや飲料水排水

所）を増やすべき 

災害への備えは大事なこと。どのような場所にど

のような施設が必要か具体的に考えられるとも

っとよいと感じた。 

28～29ページ 

教育 選挙や人権に関する教

育を小学校など早い段階で

実施してはどうか 

選挙や人権に関する教育はとても大事なことと

認識している。自分と異なる意見を持つ人と議論

するディベート力を養う必要もある。 

25ページ 
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２ 市の施策の満足度及び重要度 

 市は、第六期長期計画・調整計画の策定にあたり、市政に対する市民の考え方を伺うため、「市

民意識調査」を実施し、その速報版の集計結果を策定委員会へ報告した（最終の集計・分析結

果は令和５（2023）年３月に公表予定）。以下に速報版の調査結果の一部を抜粋記載する。 

【速報版】https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/ikenboshu_enquete/enquete/1040791.html 

 

 

（１）調査対象  本市に居住する満 18歳以上の方 4,000名（住民基本台帳からの無作為抽出） 

（２）調査方法  郵送配布－郵送・ＷＥＢ回収併用 

（３）調査時期  令和４（2022）年７月 27日(水)～８月 26日(金) 

（４）回収結果  36.7％（1,468件） 郵送回収：922件／ＷＥＢ回収：546件 

（５）調査内容  ①お住まいの地域のことについて ②市政に関する情報提供などについて 

           ③市の施策に対する満足度・重要度について 

 ④市の新型コロナウイルス感染症に関する施策に対する満足度などについて 

⑤平和・多文化共生について ⑥自由意見 

 全体（人） 男性（人） 女性（人） 

１８歳・１９歳 8 3 5 

２０歳代 119 44 72 

３０歳代 208 83 122 

４０歳代 232 99 132 

５０歳代 269 118 151 

６０歳代 219 104 112 

７０歳代 219 96 123 

８０歳以上 118 41 77 

 （無回答） 76 1 0 

合  計 1,468 589 794 

（注）性別は、その他・無回答を表記していないため、男女を足し合わせても全体の人数にはならない。 

 

 

市の施策を25項目に分けて、満足度・重要度を調査した。（上位10項目） 

◆満足度順 ◆重要度順 

順位 項目 満足度 

 

順位 項目 重要度 
１ ごみ 74.5 １ ごみ 92.0 
２ 上・下水道 65.5 ２ 災害対策 91.9 
３ 文化・学習・スポーツ 61.4 ３ 安全対策 91.4 
４ 交通・道路 61.2 ４ 上・下水道 90.6 
５ 緑化・水辺空間 59.9 ５ 健康づくり 90.5 
６ 健康づくり 57.0 ６ 緑化・水辺空間 90.0 
７ 生活環境 54.2 ７ 生活環境 89.1 
８ 都市基盤整備 53.8 ８ 高齢者福祉 88.6 
９ 自転車対策 48.6 ９ 交通・道路 88.2 
10 安全対策 44.2 ９ 地域福祉 88.2 

◎満足度・重要度の計算方法 

『満足』＝「満足」＋「ある程度満足」  『重要』＝「重要」＋「ある程度重要」 

《市民意識調査》 

１ 調査の概要 

参考資料７ 

https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/ikenboshu_enquete/enquete/1040791.html
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３ 定住意向（複数回答） 
 

 

今後もお住まいの地域に住み続けたいか調査をおこなったところ、今後も武蔵野市に住み続けたい方は

79.1％という結果であった。その主な理由は以下のとおりであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ４ 期待する武蔵野市の将来像（複数回答） 
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《武蔵野市地域生活環境指標》 

武蔵野市地域生活環境指標は、武蔵野市の生活環境に関わる様々なデータを地図情報として視

覚的に表現するとともに、市の基礎的な統計情報や近隣都市との比較をまとめた包括的なデータ集

である。 

第六期長期計画・調整計画策定のための基礎資料として、また、市民・議員・市長・職員が共通に

利用できる政策情報の資料として、令和４（2020）年 10 月に、令和４年版地域生活環境指標を発刊し

た。 

地域生活環境指標は市ホームページに掲載しており、冊子はこれまで有償頒布していたが、令和

４年版より、市役所企画調整課の他、以下の関連施設にて無料で配布をしている。 

・市HP https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/tokeishiryo/chiikiseikatsu_kankyoshihyo/1040384/1040385.html 

 

 

・配 布 企画調整課、各図書館、市政資料コーナー、各市政センター、市民会館、各コミュニティセ  

ンター 

 

 

 

 

参考資料８ 

https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/tokeishiryo/chiikiseikatsu_kankyoshihyo/1040384/index.html


《用語説明》 (五十音順)

頁 用語 ふりがな 説明

9 RPA あーるぴーえー
「Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）」の略。人間が
行うキーボードやマウス等の定型的なパソコン操作を自動化する技術。

30
アンテナショップ「麦
わら帽子」

あんてなしょっぷ
むぎわらぼうし

９つの友好都市と武蔵野市の物産品販売や友好都市の観光情報等を発信しているア
ンテナショップ。平成13（2001）年10月吉祥寺中道通り商店街にオープン。

20 いきいきサロン いきいきさろん

おおむね65歳以上の高齢者を対象に、週１回以上、５名以上で、介護予防や認知症予
防のプログラム（２時間程度）を行う「通いの場」。地域住民団体・ＮＰＯ法人・民間事業
者等が運営しており、市はその団体等へ補助や支援を行う。高齢者の社会的孤立感の
解消、心身の健康維持、要介護状態の予防、住み慣れた地域での在宅生活の継続支
援を図ることを目的としている。平成28（2016）年７月事業開始。

23,25,30 「生きる力」 いきるちから

各学校で教育課程を編成する際の基準として文部科学省が定める学習指導要領の理
念。具体的には、「確かな学力（知）」、「豊かな人間性（徳）」、「健康・体力（体）」の３つ
のバランスがとれた力のことを指す。本市では、学校教育に加え、幼児教育や青少年
健全育成の場面においても、同理念に基づいた各種事業を実施する。

15,21,24 医療的ケア児
いりょうてきけあ
じ

日常生活及び社会生活を営むために、恒常的に医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管
理、喀痰吸引その他の医療行為）を受けることが不可欠である児童。

20 医療連携訓練
いりょうれんけい
くんれん

総合防災訓練の一環として実施している災害時の医療連携訓練のこと。市内で指定さ
れている３ヵ所の災害拠点（連携）病院の周辺に緊急医療救護所を設置し、傷病者のト
リアージ・手当・搬送・情報伝達等を行う訓練。災害時は武蔵野市五師会の各医療関係
者等が自身の診療所等を閉院して参集し、医療活動に従事する。

25
インクルーシブ教育
システム

いんくるーしぶ
きょういくしすて
む

障害者の権利に関する条約（日本は平成26（2014）年に批准）の第24条に書かれてい
る理念で、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みのこと。障害のある者が教
育制度一般から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会
が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供されること等が必要とされてい
る。
インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個
別の教育的ニーズに応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが
重要であるとされている。

31 インバウンド いんばうんど 外国人が訪れてくる旅行のこと。または外国から訪れる旅行者のこと。

29,34 雨水浸透施設
うすいしんとうし
せつ

浸透ます、浸透トレンチ等、雨水を地中に浸み込ませることにより、雨水が川や水路に
流出するのを抑制する施設。

9 AI えーあい

「Artificial Intelligence（人口知能）」の略。推論・判断等の知的な機能を人工的に実現す
るための研究。また、これらの機能を備えたコンピュータシステム。データベースを自動
的に構築したり誤った知識を訂正したりする学習機能を持つものもある。膨大な量の
データ分析や業務効率化等に活用されている。

17
エキスパート（長期
的専任職）

えきすぱーと
（ちょうきてきせ
んにんしょく）

武蔵野市では平成26（2014）年度にゼネラリスト（総合職）とエキスパート（長期的専任
職）を選択できる複線型人事制度を導入した。エキスパートとは、特定の分野・部門で
業務に精通・習熟し、長期的にその分野・部門で専門的スタッフとして、業務の企画及
び運営に当たる職。福祉・税務・債権管理・ICTの４分野。一般事務職の主任（在職10年
以上・主任在位３年以上）・係長・課長補佐級が対象。

9 SDGｓ えすでぃじーず

「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略。平成27（2015）年９月
の国連サミットで採択された、貧困や不平等、格差、気候変動など、様々な問題を根本
的に解決し、世界中の全ての人が将来にわたってより良い生活を送ることができるよう
にするための17の国際目標。

34
エネルギー地産地
消

え ねるぎーちさ
んちしょう

その地域の需要に合ったエネルギーを地域独自に生産し、その地域で消費すること。
地域でエネルギーを生産することによる経済の活性化や再生可能エネルギー利用によ
る二酸化炭素の排出削減等、環境負荷の軽減が期待される。

あ行

66



頁 用語 ふりがな 説明

39 外郭環状線の２
がいかくかんじょ
うせんのに

東京外郭環状道路（外環）は、都心から15㎞圏を環状方向に結ぶ延長85㎞の道路のこ
と。その外環とともに、都内の都市計画道路ネットワークの一部として昭和41（1966）年
に都市計画決定した地上部の街路を外郭環状線の２という。

15
介護職・看護職Re
スタート支援金

かいごしょく・か
んごしょくりす
たーとしえんきん

介護職等の人材確保のため、市内の介護施設や障害者施設等に就職した方に対し、
支援金を支給する。

20 かかりつけ医 かかりつけい

健康に関することをなんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には
専門医、専門医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担
う総合的な能力を有する医師。かかりつけ医をもつことで、一般的に、日頃の健康状態
を知ってもらえる、症状に応じた専門家の紹介がスムーズ、病気の予防や早期発見・早
期治療にもつながる等のメリットがある。

8 家計急変者
かけいきゅうへ
んしゃ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和４（2022）年１月以降の家計が急変し、
令和４（2022）年度分の住民税均等割非課税相当の事情にあると認められる方。

26
学校運営協議会機
能

がっこううんえい
きょうぎかいきの
う

教育委員会により任命された委員が、一定の権限を持って、学校の運営とそのために
必要な支援について協議する合議制の機関を有する機能。平成29（2017）年３月の「地
方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、学校運営協議会の設置が
努力義務化されている。学校運営協議会には、主に以下のとおり３つの役割がある。
①校長が作成する学校運営の基本方針を承認する
②学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる
③教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意
見を述べることができる

25
学校図書館サポー
ター

がっこうとしょか
んさぽーたー

本市が小中学校に配置している非常勤職員で、学校図書館の環境整備や子どもたち
が利用する際の支援や授業での活用の補助を行う。

25
家庭と子どもの支援
員

かていとこどもの
しえんいん

いじめ、不登校、暴力行為など生活指導上の課題に、地域や学校の実態に即した対応
を推進することを目的とした東京都の「学校と家庭の連携推進事業」に基づき、本市で
は主に不登校及び不登校傾向にある児童生徒に対し、学校の教職員の指導のもと、地
域人事や大学生等のボランティアが登校支援、保健室での話し相手や個別学習の支
援等を行っている。

35 カーボン・オフセット
かーぼん・おふ
せっと

日常生活や経済活動において避けることができないCO2等の温室効果ガスの排出につ
いて、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効
果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、
排出される温室効果ガスを埋め合わせる考え方。

35
カーボン・ニュートラ
ル

かーぼん・
にゅーとらる

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。温室効果ガスの排出量から植林、
森林管理などによる吸収量を差し引いて実質的にゼロにすることを意味する。

16,34 気候市民会議
きこうしみんかい
ぎ

無作為抽出などによって選ばれた市民が、気候変動対策について話し合う会議。その
開催は欧州各国で広がりを見せており、日本国内でも開催されている。
本市では、気候変動の現状に詳しい講師によるレクチャーを踏まえた上で、地球温暖
化に対する目指すべきまちの姿や、一人ひとりの関心と行動を変えていくための取り組
みについて市民目線で話し合いを行った。

40
吉祥寺グランドデザ
イン

きちじょうじぐら
んどでざいん

吉祥寺の中長期を展望し、行政のみならず、市民やNPO、地元商業者等、まちづくりに
係る多様な主体による取組みの共通指針として策定したまちづくりの方針。令和２
（2020）年４月改定。

15,25 教育支援センター
きょういくしえん
せんたー

乳幼児から思春期の子どもの教育に関する様々な相談に応じる機関で、本市の教育委
員会で設置。来所、電話での相談に加え、小中学校への臨床心理士（相談員）の派遣
も行う。大野田小学校内にあり、不登校児童生徒への支援を行う適応指導教室（チャレ
ンジルーム）を併設している。なお、日本語指導などを行う帰国・外国人教育相談室は、
第四中学校内に分離して設置している。

29
緊急輸送道路沿道
建築物

きんきゅうゆそう
どうろえんどうけ
んちくぶつ

新耐震基準（昭和56（1981） 年６月１日施行）導入以前に建築されたもので、緊急輸送
道路に接するもののうち、高さがおおむね道路幅員の１/２以上の建築物のこと。
なお、緊急輸送道路とは、地震直後から発生する緊急輸送などを円滑に行うための道
路として、東京都地域防災計画に位置付けられた高速自動車国道、一般国道及びこれ
らを連絡する幹線道路と知事が指定する防災拠点とを相互に連絡する道路のこと。本
市では、井ノ頭通り、三鷹通り、中央通り（一部）、五日市街道（一部）が該当している。

か行
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34 グリーンインフラ
ぐりーんいんふ
ら

自然環境が有する多様な機能（生物の生息の場の提供、良好な景観形成、気温上昇
の抑制等）を活用し、持続可能で魅力あるまちづくりや地域づくりを進める取組みや考
え方。本市の取組みとして、公園・街路・屋上等の緑化や、水循環・雨水流出抑制等の
ための貯留や浸透などがある。

35 クレジット くれじっと

カーボン・オフセットに使われるクレジットを指す。再生可能エネルギー（太陽光発電や
風力・水力発電など）の導入やエネルギー効率の良い機器の導入もしくは植林や間伐
等の森林管理により実現できた温室効果ガス削減・吸収量を、決められた方法に従っ
て定量化し取引可能な形態にしたもの。

29 刑法犯認知件数
けいほうはんに
んちけんすう

警察において発生を認知した刑法犯の数のこと。

6,15,19 健康寿命
けんこうじゅみょ
う

健康寿命とは、健康の３要素（身体・精神・社会）が制限されることなく健康な状態で生
活することが期待される平均期間を表す指標。現在、本市では、「東京都保健所長会方
式」に基づき、「65歳の人が、何らかの障害のために要介護認定を受けるまでの状態を
健康と考え、その障害のために認定を受ける年齢を平均的に表す」としている。

21 権利擁護 けんりようご

一般的には、自己の権利を表明することが困難な人のニーズ表明を代弁し、支援する
ことを言う。本市では、生活不安を感じている高齢者・身体障害者や、判断能力が不十
分な人（認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等）の権利を擁護し、安心して自立し
た地域生活を送れるように日常生活の支援、金銭管理、福祉サービスの利用支援など
の事業を行っている。

34
公共施設環境配慮
指針

こうきょうしせつ
か んき ょう はい
りょししん

「2050年ゼロカーボンシティ」の実現に向け、今後、改築などが予定されている市の公
共施設が達成すべきエネルギー消費性能及び備えるべき設備等に関する基準を定め
た指針のこと。

12 公債費 こうさいひ 地方自治体の借入金の元金及び利子の返済に要する経費。

22
（公財）武蔵野市福
祉公社

（こうざい）むさし
のしふくしこう
しゃ

昭和55（1980）年12月に任意団体として設立。財団法人を経て、平成25（2013）年４月に
公益財団法人となった。高齢者や障害者が住み慣れた環境でいつまでも安心して暮ら
せるよう、福祉全体のレベルアップを図るとともに、市民福祉の増進に寄与することを目
的とした団体。権利擁護事業、訪問介護サービス事業、生活支援事業（生活支援ヘル
パー派遣事業、認知症高齢者見守り支援事業）等を実施している。

16,30
（公財）武蔵野文化
生涯学習事業団

（こうざい）むさし
のぶんかしょう
がいがくしゅうじ
ぎょうだん

市の指定管理者として芸術文化・スポーツ・生涯学習施設の管理運営を行っている。
「（公財）武蔵野文化事業団」と「（公財）武蔵野生涯学習振興事業団」が令和４（2022）
年４月１日に合併し、新たに「（公財）武蔵野文化生涯学習事業団」となった。

20 合理的配慮
ごうりてきはい
りょ

障害のある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要として
いるとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。重すぎる負
担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり
方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが求められている。
合理的配慮は、障害者差別解消法に定められた社会的障壁を除くための取組みであ
るが、施行当初は行政機関等にのみ義務化されており、事業者については努力義務で
あった。
同法律は令和３（2021）年５月に改正され、今後は事業者においても合理的配慮の提供
は義務化される（改正後の法律は、公布日（令和３（2021）年６月４日）から起算して３年
以内に施行）。

25
交流共同学習支援
員

こうりゅうきょうど
うがくしゅうしえ
んいん

通常学級と特別支援学級との交流及び共同学習を推進するため、特別支援学級の設
置校に支援員を配置している。

20 心のバリアフリー
こころのばりあふ
りー

障害者や子育て中の人、外国人など様々な人々の立場や抱える問題を理解せず、適
切な行動を行わないことによる社会生活上の障壁（バリア）を解消するため、様々な心
身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションを
とり、支え合うこと。

15
子育て世代包括支
援センター

こそだてせだい
ほうかつしえん
せんたー

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制・サポートの総称。ワ
ンストップ相談窓口において妊産婦や子育て家庭の個別ニーズを把握し、情報提供や
相談支援を行うとともに、母子保健サービスと子育て支援サービスを一体的に提供でき
るよう、関係機関との調整やネットワーク構築等も行う。本市においては、令和３（2021）
年度より、健康課母子保健係、子ども家庭支援センター、０１２３吉祥寺、０１２３はらっ
ぱ、桜堤児童館の５ヵ所の連携により実施している。
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23 こども家庭センター
こどもかていせ
んたー

全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的な相談支援を行う体制。令和６（2024）
年４月施行の改正児童福祉法により、「子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）」及び「子
育て世代包括支援センター（母子保健）」の設立意義や機能を維持した上で、一体的な
組織として設置することが、市町村の努力義務となる。センターでは、責任者であるセン
ター長をトップとした指揮命令系統を確立し、児童福祉、母子保健の両分野の専門職が
一体的に支援を行うことが求められる。

16,29 コミュニティ構想
こみゅにてぃこう
そう

武蔵野市第一期長期計画の策定時（昭和46（1971）年）に取りまとめられた、市民の市
政参加とコミュニティについての考え方を示す構想。市政の課題を解決するために、行
政が、市民の市政参加の仕組みをつくることと、市民参加の過程において、市民自身が
地域生活の基礎単位を生み出していくことを目指す。

16,31
CO＋LAB
MUSASHINO

こらぼむさしの
令和４（2022）年度より試行実施している産業連携事業。市内の事業者同士の連携を創
出・促進して、新しい商品や事業を開発するきっかけをつくるためのプラットフォーム。実
行委員会制で運営されている。

12,42,
43,44

財政援助出資団体
ざいせいえんじょ
しゅっしだんたい

本市において、市が出資等を行い、団体の行う業務が市政と極めて密接な関連を有し
ている団体、または、市が継続的に財政支出を行っている団体のうち特に指導監督等
を要する団体のこと。
■出資団体（９団体）
一般財団法人　武蔵野市開発公社
武蔵野市土地開発公社
公益財団法人　武蔵野市福祉公社
公益財団法人　武蔵野健康づくり事業団
公益財団法人　武蔵野文化生涯学習事業団（※）
公益財団法人　武蔵野市国際交流協会
公益財団法人　武蔵野市子ども協会
一般財団法人　武蔵野市給食・食育振興財団
有限会社　武蔵野交流センター
※公益財団法人　武蔵野文化事業団と公益財団法人　武蔵野生涯学習振興事業団が
令和４（2022）年４月に合併。
■援助団体（５団体）
公益社団法人　武蔵野市シルバー人材センター
社会福祉法人　武蔵野市民社会福祉協議会
社会福祉法人　武蔵野
武蔵野市民防災協会
株式会社　エフエムむさしの

12 財政力指数
ざいせいりょくし
すう

財政基盤の強さや余裕度を示す指標。指数が高いほど自主財源の割合が高く、財政力
が高い団体であり、１を超えている自治体は普通交付税の交付対象外となる。

22
在宅介護・地域包括
支援センター

ざいたくかいご・
ちいきほうかつし
えんせんたー

主に、在宅で生活を継続する高齢者の総合的な相談に対応する機関。市の委託によ
り、日常生活圏域単位に合計６ヵ所設置。これら６在宅介護・地域包括支援センターは
地域包括ケアシステムの拠点として、小地域完結型の相談・サービス提供体制を継続
している。本市では、さらに、直営の基幹型地域包括支援センターを設置し、全市的な
視点から、６ヵ所のセンター間の総合調整や後方支援等を行っている。

15,26 市講師 しこうし
教員の負担を軽減するとともに、児童生徒に対して個に応じたきめ細かい指導を行うこ
とを目的に市が独自で任用する者（教員免許所有者）。教員と協力し、または教員の指
示の下で授業を行う。

17,43 市政アンケート
しせいあんけー
と

市政に関する市民ニーズの経年的変化を把握し、計画的な行財政運営の資料とするた
め、市内全世帯を対象に実施しているアンケート。令和元（2019）年度までは毎年実
施。以降は市民意識調査と交互に隔年で実施している。

1,4,
17,42

自治基本条例
じちきほんじょう
れい

令和２（2020）年４月に施行。本市がこれまで培ってきた市民自治の理念や市民参加の
取組み等、市政運営のルールを明文化した。

42,43 シティプロモーション
し て ぃ ぷ ろ も ー
しょん

シティプロモーションには地域再生、観光振興、住民協働など様々な概念が含まれ、自
治体によってもその目的や捉え方は異なり、多様である。一般的には、地域住民の愛
着の形成、地域の売り込みや自治体名の知名度の向上など、自らの地域のイメージを
高め、経営資源の獲得を目指すための一連の活動のことをいう。
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15
児童発達支援セン
ター

じどうはったつし
えんせんたー

障害児やその家族からの相談に応じるほか、児童発達支援事業等の事業所や障害児
を受け入れている保育所等への専門的な支援の実施、人材育成や地域住民が障害児
（者）に対する理解を深めるための活動を行うなど、当該地域における障害児支援の中
核を担う施設。
武蔵野市立みどりのこども館で実施している「地域療育相談室ハビット」と「こども発達
支援室ウィズ」は、令和２（2020）年４月より、「相談部ハビット」と「通園部ウィズ」として
一体化し、市内初の児童発達支援センターとして事業を開始した。

20
シニア支え合いポイ
ント制度

しにあささえあい
ぽいんとせいど

65歳以上の市民が、シニア支え合いサポーターとして指定のボランティア活動に参加し
た場合にポイントを付与し、年度ごとの獲得ポイントに応じて、寄付やギフト券等を還元
する制度。なお、シニア支え合いサポーターの登録には、説明会兼研修会へ参加する
ことが必要となる。平成28（2016）年10月開始。

30,37 シビックプライド しびっくぷらいど
まちや地域に対して、市民が抱く愛着や誇りのこと。近時、地域活性化に取り組む人々
の基礎的な動機として、その重要性が認識されている。

3,
17,43

市民意識調査
しみんいしきちょ
うさ

長期計画・調整計画の策定に先立ち、市民の市政に対する考えをうかがうことで、現在
行っている事務や事業の満足度のほか、新たな行政課題や多様な市民ニーズを把握
することを目的とした調査。無作為抽出による18歳以上の市民を対象に郵送とWEB回
収を併用して実施。令和２（2020）年度より、市政アンケートと交互に隔年で実施してい
る。

43
市民ファシリテー
ター

しみんふぁしり
てーたー

市民同士の活発な議論・対話を進めるため、市民ワークショップにおける全体の進行役
及び各グループの進行役を務めた市民。「地域をつなぐコーディネート力」の養成を目
的として実施されていた武蔵野市の事業「コミュニティ未来塾むさしの」の修了生やオン
ラインワークショップ講座の修了生等が、研修を経て参加した。

22 社会福祉士 しゃかいふくしし

「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく国家資格であり、社会福祉士の名称を用い
て、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上
の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指
導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その
他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう。

22
（社福）武蔵野市民
社会福祉協議会

（しゃふく）むさし
のしみんしゃか
いふくしきょうぎ
かい

武蔵野市民の一人ひとりが地域社会における主役となり、同じ地域に暮らす人々と協
力して地域福祉を充実させることを目的として、昭和37（1962）年に設立され、昭和53
（1978）年に社会福祉法人として認可された団体。

29 受援計画 じゅえんけいかく
大規模災害発生時に、主に全国の自治体や関係機関等からの物資や人員等の支援を
円滑に受け入れ、効率的・効果的に活用することを目指し、事前に手順やルール、体制
等を定めておく計画のこと。

20 障害者差別解消法
しょうがいしゃさ
べつかいしょうほ
う

正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。
障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、
基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活
を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する
基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するため
の措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国
民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな
がら共生する社会の実現に資することを目的とする。

22,24 人材育成基本方針
じんざいいくせい
きほんほうしん

長期的かつ総合的な観点で職員の能力開発を効果的に推進するために、人材育成の
目的、方策等を明確にした人材育成に関する基本方針のこと。地方公共団体に策定が
もとめられており、本市では第五期長期計画に基づき、平成24（2012）年に策定し、平
成28（2016）年、令和２（2020）年に改訂を行っている。

9,30 人生100年時代 
じんせいひゃくね
んじだい

長寿命化により、100歳まで人生が続くのが当たり前となる時代のことを、英国のリン
ダ・グラットン氏が長寿時代の生き方を説いた著書『LIFE SHIFT（ライフ・シフト）』で提言
した言葉。
平成29（2017）年に政府により「人生100年時代構想会議」が設置され、同年12月に中
間報告が、平成30（2018）年６月には「人づくり革命 基本構想」が取りまとめられた。

16,35 森林環境譲与税
しんりんかんきょ
うじょうよぜい

森林整備による温室効果ガスの削減や災害防止を図るための地方財源を安定的に確
保する観点で新たに創設された国の譲与税。市町村が行う森林整備のための間伐や
人材育成・担い手の確保、木材利用の促進・普及啓発等や都道府県が行う森林整備の
ための支援等の費用として、令和元（2019）年度より地方の固有財源として都道府県及
び市町村に国から譲与される。
同時に創設される国税の森林環境税（市町村が個人住民税から賦課徴収）が財源とな
る。

8,18,21 生活困窮者
せいかつこん
きゅうしゃ

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困
窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者。
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27,28 性自認 せいじにん 自らの性別に関する認識のこと。

27,28 性的指向 せいてきしこう 恋愛感情又は性的な関心がいずれの性別に向かうかの指向のこと。

21 成年後見制度
せいねんこうけ
んせいど

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分で、契約などの法律
行為における意思決定が難しい人の保護、支援をするための制度。

16,34 ゼロカーボンシティ
ぜろかーぼんし
てぃ

「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す」旨を首長自らが又は地方自治体と
して公表した地方自治体のこと。本市においては、令和３（2021）年２月24日に、市長が
施政方針演説の中で「2050年ゼロカーボンシティ」を表明した。

9 全世代型社会保障
ぜんせだいがた
しゃかいほしょう

「全世代型社会保障」とは、全ての世代にとって安心できる社会保障である。年齢に関
わりなく、全ての国民が、その能力に応じて負担し、支え合うことによって、それぞれの
人生のステージに応じて、必要な保障がバランスよく提供されることを目指すものであ
る。

45 ダイバーシティ だいばーしてぃ
直訳では「多様性」と訳される。人種、性別、年齢、障害の有無等の多様さを認め合い、
それを組織や社会の発展・活性化に生かす取組み・考え方のこと。

21
ダブルケア、トリプ
ルケア

だぶるけあ、とり
ぷるけあ

晩婚化や晩産化を背景に、子と親、子と自分の親と配偶者の親など、複数の家族に対
する介護や育児を担うこと。

16,28 多文化共生
たぶんかきょう
せい

多文化共生とは、国籍等の異なる人々が、互いの文化的差異を認め合い、対等な関係
を築こうとしながら、地域社会の構成員としてともに生きていくことをいう。在留外国人の
増加・多国籍化や多様性・包摂性のある社会実現の動き等を踏まえ、総務省が地方公
共団体に対して多文化共生推進に係る指針・計画の策定を要請したことを受け、本市
においても日本人と外国人がともに理解し、尊重し合い、活躍できる環境の整備を図る
ために、令和４年度に「武蔵野市多文化共生推進プラン」を策定する。

21
地域活動支援セン
ター

ちいきかつどうし
えんせんたー

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第27項に規定
される支援施設。障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会と
の交流の促進その他のサービスを提供する施設。
本市では、障害の特性に応じた市内３ヵ所の施設を地域活動支援センターとして運営し
ているが、国が定める基礎的事業に加え、専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の
社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解
促進を図るための普及啓発等の事業、相談支援事業等を実施することで機能強化を
図っている。

19,20,
21,22

地域共生社会
ちいききょうせい
しゃかい

国では「制度・分野や、支え手・受け手といった関係を超えて、地域住民や多様な主体
がつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会」で
ある地域共生社会を目標に掲げている。この地域共生社会は本市が進めてきた地域リ
ハビリテーションの理念との共通点がみられるため、本市においては「武蔵野市ならで
はの地域共生社会」として、全ての市民が、その年齢、状態、国籍にかかわらず、住み
慣れた地域で、本人の意思に基づいて安心して生活が続けられるよう、保健・医療・福
祉・教育など地域生活に関わるあらゆる組織及び人が連携した継続的かつ体系的な支
援を行っていく。このことによって、高齢者、障害者をはじめ、全ての人が包摂され、一
人ひとりの多様性が認められる、支え合いのまちづくりを推進する。

36,38,39 地域公共交通
ちいきこうきょう
こうつう

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律で定義されている。路線バス、タク
シー、コミュニティバス等の地域公共交通とレモンキャブ等の福祉交通がある。

24 地域子ども館事業
ちいきこどもかん
じぎょう

小学生の放課後等（早朝、放課後、土曜日、学校長期休業中）を充実させる施策。地域
の小学生が学校内の教室や校庭、図書室を安全な居場所として好きな時に来て、好き
な時間だけ過ごせる自由来所型の施設であるあそべえと、保護者の就労や疾病などに
より放課後に適切な監護が受けられない児童が、放課後の過ごし方を身につけるため
の施設であるこどもクラブ（学童クラブ）からなる。

た行
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29
地域 社協（福祉の
会）

ちいきしゃきょう
（ふくしのかい）

地域の人々のネットワークを広げ、安心して暮らせる地域づくりを行うとともに、いざとい
うときの助け合い、支え合いの体制づくりをめざして設置された組織。市内13地域で結
成されている。正式名称は「地域福祉活動推進協議会」。

15,22
地域包括ケア人材
育成センター

ちいきほうかつ
けあじんざいいく
せいせんたー

人材の発掘・養成、質の向上、相談受付や情報提供までを一体的に行い、専門職や地
域の担い手も含めた福祉人材の育成と確保の総合的な支援などを実施する。運営は
（公財）武蔵野市福祉公社に委託し、平成30（2018）年12月に開設した。

17,38 長期包括契約方式
ちょうきほうかつ
けいやくほうしき

単年度で個別に契約していた業務等について、複数業務等を一括して複数年契約する
方式のこと。

8,9,
44,45

DX でぃーえっくす
デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation）の略。「デジタル技術の浸透
が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」であり、一般的に「ＤＸ」と
略される。

15
デ イ サ ー ビ ス セ ン
ター

でいさーびすせ
んたー

日帰りで、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを行う
デイサービス（通所介護）を提供する施設。利用者の社会的孤立感の解消、心身機能
の維持向上、並びに利用者の家族負担の軽減を図る。

45 定年延長制度
ていねんえん
ちょうせいど

令和３（2021）年６月に成立・公布された地方公務員法の一部改正（令和５（2023）年４
月施行）により、令和５（2023）年度から段階的に地方公務員の定年を現行の60歳から
65歳まで引き上げるもの。

25
デジタル・シティズン
シップ教育

でじたる・してぃ
ずんしっぷきょう
いく

ＩＣＴを使うことが当たり前の社会に求められる「態度や知識・技能を身に付けること」を
目指した取組。市として態度的側面についてＩＣＴを活用する際の課題やその理由を考
え、正しい行動に向かう態度等、知識的側面についてデジタル社会における法の理解
等、技能的側面についてＩＣＴを活用した課題解決能力等、と整理した。

20 テンミリオンハウス
てんみりおんは
うす

地域の実情に応じた市民等の「共助」の取組みに対し､市が年間1,000万（ten-million）
円を上限とした運営費補助等の活動支援を行う。現在、市内に７ヵ所開設されている。

13,14,44 投資的経費 とうしてきけいひ 道路、公園、学校、庁舎等の整備に係る費用など。

38 都営水道一元化
とえいすいどうい
ちげんか

水道事業を都が一元的に経営すること。
本市は単独で経営しているため、将来にわたり安定的な水道事業を図っていく必要が
あるという考えから、都営水道との一元化を目指し、都と具体的な課題整理を進めてい
る取組み。

43 都市公園 としこうえん
都市公園法に基づき、地方公共団体や国が設置する都市計画施設である公園または
緑地、及び都市計画区域内において地方公共団体が設置する公園または緑地。

44 内部統制 ないぶとうせい

地方公共団体における事務が適切に実施され、住民の福祉の増進を図ることを基本と
する組織目的が達成されるよう、事務を執行する主体である長自らが、行政サービスの
提供等の事務上のリスクを評価及びコントロールし、事務の適正な執行を確保するこ
と。

31 農福連携
のうふくれんけ
い

農業と福祉との連携のこと。
障害者や高齢者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参
画を実現していく取組みを始め、様々な効果が期待される。

16,28
パートナーシップ制
度

ぱ ー と な ー し っ
ぷせいど

性別等にかかわりなく、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において、互いに
協力し、及び扶助し合うことを約した２人が、安心して暮らし続けられることを目的とした
制度。
パートナーシップの届出を市長が受理し、受理したことを証する書面（パートナーシップ
届受理証）を交付する。届出は、同性同士、異性同士にかかわらず行うことができる。

9,15,24 8050問題
はちまるごーま
るもんだい

ひきこもりの子とその親が高齢化し、50代の中高年のひきこもりの子の生活を80代の後
期高齢者である親が支えるケースが増えている、という社会問題のこと。

は行

な行
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21 伴走型の支援
ばんそうがたの
しえん

寄り添いながら継続的に関わり、つながり続ける支援。

20 BCP びーしーぴー

「Business Continuity Plan（事業継続計画）」の略。災害時に行政自らも被災し、人、
物、情報等利用できる資源に制約がある状況下において、優先的に実施すべき業務を
特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらか
じめ定める計画。

43 PPPガイドライン
ぴーぴーぴーが
いどらいん

PPP（公民連携：Public Private Partnership）に関する市の基本的な考え方を定めるほ
か、事業手法を検討する際のプロセス並びに事業過程における市民及び議会との関わ
り方等を示したガイドライン。平成30（2018）年３月に策定。

15,20 ひきこもり ひきこもり
様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家
庭外での交遊など）を回避し、原則的には６ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続
けている状態（他者と交わらない形での外出をしていてもよい）を指す現象概念。

31 肥培管理 ひばいかんり
農作物の栽培に必要な農地を整備するための行為（例：整地、播種、施肥、排水、除草
など）

26
開かれた学校づくり
協議会

ひらかれたがっ
こうづくりきょうぎ
かい

学習指導や学校行事、教育活動、児童・生徒への指導、学校と家庭・地域の連携など
学校運営に関して、広く意見を求め、地域社会に開かれた特色ある学校づくりを進める
ため、全ての市立小中学校に設置された協議会。委員は地域、保護者、関係団体等の
代表からで構成され、年４回程度、校長の招集により開催。

12 扶助費 ふじょひ
児童福祉、生活保護など、社会保障制度の一環として地方公共団体が各種法令に基
づいて実施する給付や、地方公共団体が単独で行っている各種扶助に係る経費。

39,40
附置義務自転車駐
車場

ふちぎむじてん
し ゃ ち ゅ う し ゃ
じょう

官公署、学校、図書館、公会堂等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケッ
ト、銀行、遊技場、共同住宅等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者
が、指定区域内に当該施設を新築、増築又は改築をしようとする場合に、当該施設若し
くは敷地内、又はその周辺に設置しなければならない自転車駐車場。

31 ふるさと応援寄附
ふるさとおうえん
きふ

ふるさと納税制度本来の趣旨に鑑み、武蔵野市の魅力の発信、地域産業の振興並び
に市政の充実及び財源の確保を図るため、令和元（2019）年10月1日から武蔵野市が
独自に実施するもの。

8,15,19 フレイル ふれいる

加齢とともに、心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の併
存などの影響もあり、生活機能障害が起きたり、要介護状態となったり、疾病等の重症
化を招くなど、心身の脆弱化が出現するが、一方で、適切な介入・支援により、生活機
能の維持向上が可能な状態のことを指す。

15
放課後等デイサー
ビス

ほうかごとうでい
さーびす

児童福祉法第６条の２の２第４項に規定される障害児通所支援サービス。就学している
障害児を対象に、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等の施設に通わ
せ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の支援を行う。

41 補助幹線道路
ほじょかんせん
どうろ

一般的には、幹線道路と区画道路とを連絡し、これらの道路の交通を集散させる機能
をもつ道路で、住宅地では近隣住区内に目的をもつ人々が、日常生活に利用する道路
のうち、幹線的な道路をいう。
この討議要綱では、三鷹駅北口地区補助幹線道路（三鷹駅北口に位置する三鷹通りと
中町新道間をつなぐ道路）のことを指している。駅周辺地域の土地利用の促進及び駅
前広場内への通過交通の流入抑制を目的として、平成７（1995）年に道路区域決定・変
更が行われた。

31 マイクロツーリズム
まいくろつーりず
む

海外や遠方への移動を伴わない、近隣地域内での観光形態。
コロナ禍以降の観光スタイルとしても注目され、令和４年版国土交通省観光白書では
全国的な進展が認められている。

ま行
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17,37,41
三鷹駅北口街づくり
ビジョン

みたかえききた
ぐちまちづくりび
じょん

補助幹線道路の整備により、三鷹駅北口の交通環境が大きな変化を迎える概ね10年
後の街の方向性と目指すべき街の姿を描き、その実現に向けた取り組みを示してい
る。平成29（2017）年５月策定。

16,33 むさしのエコreゾート
むさしのえこり
ぞーと

市役所北側にある旧武蔵野クリーンセンターのプラットホームと事務所棟をリノベーショ
ンして整備した環境啓発施設。令和２（2020）年11月に開館し、地球温暖化、ごみ、資
源、エネルギー、緑、水循環、生物多様性など様々な環境分野について啓発を行ってい
る。

15
むさしのクレスコー
レ

む さ し の く れ す
こーれ

武蔵野市教育委員会がNPO法人に事業を委託して行う、居場所機能や相談機能を重
視した学校に行かない・行けない中学生が自由に過ごせる居場所・学びの場。

19
武蔵野市地域医療
構想（ビジョン）

むさしのしちいき
いりょうこうそう
（びじょん）

高齢化の進展による在宅医療のニーズや子育て世代の医療ニーズが高まっていく中、
地域医療の課題と取り組むべき事項を整理したもの。地域医療の充実に向け「市民の
生命と健康を守る病院機能の充実」、「市民の在宅療養生活を支える仕組みづくり」、
「地域包括ケアと在宅医療の推進のための人材確保及び育成」についての基本的な考
え方と課題解決を図るための今後の方向性を示している。 平成29（2017）年５月策定。

39
武蔵野市地域公共
交通活性化協議会

むさしのしちいき
こうきょうこうつう
かっせいかきょう
ぎかい

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、地域公共交通の作成及び実
施に係る協議を行うため、並びに道路運送法に基づき、武蔵野市内の各地域の実情に
即した旅客運送を実現するために設置された法定協議会。

28
武蔵野市非核都市
宣言平和事業実行
委員会

むさしのしひかく
としせんげんへ
いわじぎょうじっ
こういいんかい

平成19（2007）年度に非核都市宣言25周年を迎えたことを機に、市民や学生、平和団
体などで構成される組織として設置され、市と共催で平和パネル展、講演会、映画上映
会などの事業を行っている。

25 武蔵野市民科
むさしのしみん
か

本市で進めてきた「市民性を高める教育」（シチズンシップ教育）をさらに充実・発展させ
るために、「自立」「協働」「社会参画」の視点から、総合的な学習の時間、「特別の教科
道徳」、特別活動、各教科等の内容を教科横断的に組み合わせた単元を編成し、「武蔵
野市民科」として実施する。小学校５年生～中学校３年生が対象。平成29（2017）年度
から検討を始め、モデルカリキュラムを作成した。各学校で単元指導計画を作成し、令
和３（2021）年度から本格実施している。

25
むさしのジャンボ
リー事業

むさしのじゃんぼ
りーじぎょう

市内在住の小学校４～６年生を対象に、青少年問題協議会（青少協）地区委員会と市
が共催して長野県川上村の市立自然の村で実施する２泊３日の野外体験事業。自然
の中で様々な体験をすることにより、自立心、創造性、豊かな心を育むことを目的として
いる。

30 武蔵野地域五大学
むさしのちいきご
だいがく

平成５（1993）年２月、武蔵野地域五大学（亜細亜大学、成蹊大学、東京女子大学、日
本獣医生命科学大学、武蔵野大学）の学長と市長とで構成された「武蔵野地域学長懇
談会」を開催し、各大学の資源を活用した市民向けの生涯学習に関する事業を行って
いる。「武蔵野地域五大学共同講演会」、「武蔵野地域五大学共同教養講座」、「武蔵野
市寄付講座」を実施している。

30
武蔵野ふるさと歴史
館

むさしのふるさと
れきしかん

文化財の保護普及を行い、旧石器・縄文時代の石器・土器から、近世、近現代に至る
様々な歴史資料を収集、収蔵、研究、公開し、武蔵野の歴史と文化を学ぶことができる
博物館と、歴史公文書等の選別、収蔵、公開を行う公文書館の役割を併せ持つ施設。
博物連携事業に取組み、市内の小中学校との教育連携を行っている。平成26(2014)年
12月開館。

30 武蔵野プレイス
むさしのぷれい
す

武蔵境のまちづくりの推進の一環として、「図書館」「生涯学習支援」「青少年活動支援」
「市民活動支援」の４つの機能を持ち、幅広い年代の方が交流する「場」として、地域社
会の活性化を深める公共施設。平成23(2011)年７月開館。(公財)武蔵野文化生涯学習
事業団に指定管理委託をしている。

9,24 ヤングケアラー やんぐけあらー
家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家
族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子ども。

25 ラーニングコモンズ
らーにんぐこもん
ず

本来は図書館などに設けられる総合的な自主学習のための環境で、ＩＣＴ機器や学習ス
ペースなどを備え、従来からある書籍の閲覧だけでなく、グループ学習や討論会など
様々な学習形態の活用に対応するためのスペース。本市の改築後の学校において
は、従来の学校図書館、パソコン教室に、多目的室の機能などを加えた総称として用
い、学習の中心として位置づけることを検討している。

や行

ら行
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頁 用語 ふりがな 説明

39
リフトタクシーつなが
り

りふとたくしーつ
ながり

身体の不自由な方や寝たきりで外出が困難な方等の外出を支援するための、リフト・寝
台付きタクシーを用いた移送サービス。乗務員はヘルパーや患者搬送等の資格を有し
ており、車いすや寝台での外出に対応するほか、エレベーターのないアパートやマン
ションからの外出についても支援を行うことができる。
市は運行を実施する事業者と協定を結び、リフトタクシーの運行及び維持管理等に要
する経費を補助している。

35 緑被率 りょくひりつ
一定の区域に占める緑被地の面積割合。本市では、都の「緑被率標準調査マニュア
ル」に準拠して調査し、樹木地、草地、農地などを緑被地として、航空写真により測定し
ている。

16,31 レガシー れがしー

レガシー（legacy)とは本来、過去に築かれた精神的・物理的遺産を意味するが、この討
議要綱においては、オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催により開催都市や開
催国が、長期にわたり継承・享受できる、大会の社会的・経済的・文化的恩恵のことを
指している。

20,39 レモンキャブ れもんきゃぶ

バスやタクシー等の公共交通機関の単独での利用が困難な高齢者や障害者（要介護
者や障害者手帳取得者等）の外出を支援するための移送サービス。商店主を中心とし
た地域のボランティアが福祉型軽自動車（レモンキャブ）を運転し、ドア・ツー・ドアの
サービスを提供している。

42,44,45
ワーク・ライフ・マネ
ジメント

わーく・らいふ・
まねじめんと

働く人が、仕事以外にも、家庭や地域を大切にし、自己啓発への取組みや、心身の健
康のために休暇を楽しむなど、「仕事の充実」と「プライベートの充実」を自らマネジメン
トしていくこと。

わ行
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－第五期長期計画・調整計画策定委員会委員－ 

◎夏目 重美  亜細亜大学 経営学部 教授 

○松本 すみ子 東京国際大学 人間社会学部 教授 

井出 多加子 成蹊大学 経済学部 教授 

井原 高地 公募市民委員 

小林 真理 東京大学大学院 人文社会系研究科 准教授 

麓 幸子  日経ＢＰヒット総合研究所長 執行役員 

本田 兆美 公募市民委員 

渡邉 大輔 成蹊大学 文学部現代社会学科 講師 

五十嵐 修 副市長 

堀井 建次 副市長 
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－第六期長期計画・調整計画策定委員会委員－ 

◎渡邉 大輔  成蹊大学文学部現代社会学科 教授 

○岡部 徹  東京大学生産技術研究所 教授 

木下 大生  武蔵野大学人間科学部社会福祉学科 教授 

久留 善武 一般社団法人シルバーサービス振興会 事務局長 

古賀 祐輝 公募市民委員 

鈴木 雅和 筑波大学芸術系 名誉教授 

中村 郁博 東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻 客員教授 

箕輪 潤子  武蔵野大学教育学部幼児教育学科 教授 

吉田 勢津子 公募市民委員 

伊藤 英穂 副市長 

恩田 秀樹 副市長 

 

 ◎：委員長  ○：副委員長 
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